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(1) 障害福祉サービス事業者等の責務

障害者又は障害児に対し、障害福祉サービス、相談支援、障害児通所支援、障害児相談支
援又は障害児入所支援を提供する者（以下「事業者」という。）には、次のような責務が課されて
います。
これらは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害者総
合支援法」という。）又は児童福祉法に規定されています。特に③に違反する場合は、指定を取
り消す場合があります。

① 障害者・児の立
場に立ったサー
ビスの提供

障
害
者
総
合
支
援
法

障害者又は障害児（以下「障害者等」という。）が自立した
日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の
意思決定の支援に配慮するとともに、市町村等との関係機関
との緊密な連携を図りつつ、サービスを当該障害者等の意向、
適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害者等の立
場に立って効果的に行うように努めなければならない。

児
童
福
祉
法

障害児が、自立した日常生活又は社会生活を営むことが
できるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重
するとともに、関係機関との緊密な連携を図りつつ、サービス
を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応
じ、常に障害児及びその保護者の立場に立って効果的に行
うように努めなければならない。

② サービスの質の
評価と向上

その提供する障害福祉サービスの質の評価を行うことその他の措
置を講ずることにより、障害福祉サービスの質の向上に努めなけれ
ばならない。

③ 障害者・児の人
格尊重と職務遂
行

障害者等の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基
づく命令を遵守し、障害者又は障害児（保護者含む。）のため忠実に
その職務を遂行しなければならない。

（根拠条文） 障害者総合支援法 第42条
児童福祉法 第21条の５の18、第24条の11

〈事業者の責務の概要〉

これらの義務に違反したと認められるときは、指定権者は、その指定を取
り消すことができる。

（障害者総合支援法第50条第１項第２号）
（児童福祉法第21条の５の24第２号、第24条の17第２号）

①②は「努力義務規定」ですが、
③は「義務規定」です。

１ 指定基準の遵守及びサービスの質の向上について
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（１） 指導
サービスの内容及び費用の請求等に関する事項について周知徹底を図るとともに、改善の必

要があると認められる事項について適切な運用を求めるために障害者総合支援法第１１条第２項
又は児童福祉法第５７条の３の３第４項の規定に基づき実施します。

原則として、毎年度１回、一定の場所に対象事業者を招集し、講習形式で実施します。

障害福祉サービス事業者等の事業所において、実地により、指導担当者が関係書類を閲覧し、
関係者との面談方式で行います。（訪問系サービス及び一般相談支援については、県民局等で行
う場合があります。）

○指導内容
障害福祉サービス事業者等のサービスの質の確保・向上を図ることを主眼とし、人員、設備

及び運営並びに自立支援給付等の請求について指導します。
なお、必要に応じて過誤調整を指導する場合があります。

（報酬請求指導の方法）
指導担当者が、加算等の届出状況並びに自立支援給付等（基本単位及び各種加算等）の請

求状況について、関係資料により確認を行います。
なお、報酬基準に適合しない取扱い等が認められた場合には、加算等の基本的な考え方や報

酬基準に定められた算定要件の説明等を行い、適切なサービスの実施となるよう指導するととも
に、過去の請求について自己点検の上、不適切な請求となっている部分については過誤調整を
指導します。

（注） 指定障害福祉サービス事業者等が、偽りその他不正の行為により自立支援給付等を受けたときは、
市町村は、当該事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、４０％の加算金を支払わせ

ることができます。

○指導の結果
・ 改善を要すると認められた事項は、後日文書により指導内容の通知を行います。
・ 文書で指摘した事項については、事業者に改善報告書の提出を求めます。

○指導後の措置等
・ 改善報告書の内容について、実地に確認する必要があるときは、再度指導を行います。
・ 実地指導中に、次に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査に切
り替える場合があります。

※ 運営上の問題等について、緊急に調査確認が必要と判断した事案が生じた場合などは、定期
の指導によらず、随時に指導を実施する場合があります。

２ 指導・監査について①

集団指導

実地指導

① 著しい運営基準違反が確認され、利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断
断した場合

② 自立支援給付等に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合
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（2） 監査
入手した各種情報により、行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその

疑いがあると認められる場合、又は自立支援給付等に係る費用の請求について、不正若しくは著
しい不当が疑われる場合（以下「指定基準違反等」という。）に、その事実関係を的確に把握し、公
正かつ適切な措置をとることを主眼とし、障害者総合支援法第又は児童福祉法の各規定に基づき

実施します。

※監査は、原則として、無通告（当日に通知）で立入検査を実施するなど、機動的かつ、より実

効性のある方法で行います。

○各種情報とは、

ア 要確認情報

・通報・苦情・相談等に基づく情報

・市町村、相談支援事業等へ寄せられる苦情

・自立支援給付の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者

イ 実地指導において確認した情報

・障害福祉サービス事業者等について確認した指定基準違反等

(3) 行政上の措置

監査の結果、次のような行政上の措置を行う場合があります。

区分 行政上の措置の内容 事業者名の公表等

勧告
事業者に期限を定めて文書により基準を遵守す
べきことを勧告する。

事業者が勧告に従わな
い場合はその旨を公表
できる。

命令
事業者が正当な理由なく上記の勧告に係る措置
をとらなかったときは、期限を定めて勧告に係る
措置をとるべきことを命令する。

事業者に命令をした場合
は公示しなければならな
い。

指定の効力
の停止

次に該当する場合、指定を取り消し、又は期間を
定めて指定の効力の全部若しくは一部を停止す
る。
・不正な手段で指定を受けたとき
・給付費請求に不正があったとき
・監査に当たり虚偽の報告をしたとき 等

指定の取消
し

指定を取り消した場合は
公示しなければならない。

２ 指導・監査について②
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(４) 指定障害福祉サービス事業者等の指定・指導等の主な流れについて

２ 指導・監査について③

本庁各県民局事業者

(2)申請・受付(県民局)

(1)事前相談(県民局)

(3)審査(県民局･本庁)

指定障害福祉
サービス等事業所

事業継続

事業所運営
（６年毎の指定更新が必要）

(3-2)2次審査進達

約
１
ヶ
月

【指導内容】
・不備があれば補正指示
・必要に応じて現地調査

「最低基準」及び「指定基準」を満たす必要あり
○最低基準
構造設備、管理者の要件、必要な規模（利用定員数の規模）、
設備の基準、職員の配置基準等

○指定基準
人員基準、設備（施設）基準、運営基準

【主な指導内容】
・指定に係る基準の説明
・質問受付
・事業者の事業計画の確認
（就労継続支援Ａ型事業所）

事業者の指導

【新規指定時】
・概ね６月以内に実地指導

事業所の経営に関する指導

（改善の見込み
がない場合）
指定の取消し等

(4)指定(本庁)

(状況により)
勧告・命令

(3-1)１次審査

(4)指定

・制度改正等の周知や、自
立支援給付の請求に係る
過誤・不正防止の観点か
ら全事業所を対象に指導

集団指導
（原則、年１回）

事業者及び施設に対し実施
【運営指導】
・障害福祉サービスの質の確保･向上が
図られるよう運営上の指導を実施

【報酬請求指導】
・各種加算等について、請求の不適切な
取扱いについて是正を指導

実地指導（概ね３年に1回）

指定基準違反等の確認が
必要な場合に実施

監査（必要があるとき）

(状況により)
勧告・命令
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(５) 指定障害福祉サービス事業者等に係る指導・監査フロー図

２ 指導・監査について④

定期的に実施
（原則３年に１回）

・改善状況報告書の提出

勧 告
(状況により)

公 表

指導結果の通知

・改善が確認できた場合

指導終了

指導事項の確認

実地指導

・改善状況報告書の提出

監査結果の通知

・改善が確認できた場合

監査終了

改善状況の確認

監 査

指導拒否、利用者の身体生命の危機、
悪質な基準違反等の場合、監査に移行

基準違反等の確認が必要と認められる場合に実施
○苦情・相談・通報等
○実地指導での不正の疑いの発見
○市町村からの通報（事業運営が適正でないと市町
村が認めるとき） など

公益上、緊急に不利益
処分をする必要がある
場合、勧告・命令を経
ず指定取消しとなる場
合もある

聴聞・弁明の機会付与

命 令

弁明の機会付与

行政処分（指定の取消し等） 公 示

・必要に応じて追指導等を繰り返し実施

公 示
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指定事業所等は、６年ごとにその指定の更新が必要となり、更新申請の事務手続は、原則として指定
申請と同様の手続となります。
各サービスの指定有効期限満了日の属する月の前月の末日までに、指定事業所等の所在地を所管

する県民局健康福祉課に指定更新申請書類等を提出してください。
申請に必要な書類は、指定申請と同じ書類ですが、既に届け出ている内容に変更がない場合は添

付を省略することができる様式等もありますので、サービスごとの「指定更新申請に係る提出書類の一
覧表（確認用）」で、必要な書類を確認してください。

３ 指定更新について

【一斉更新時の対応について】
６年ごとの指定更新については、年度によって、多数の指定事業所の更新が生じる年度があり、一般

的に「一斉更新」といいます。
一斉更新に当たる年度については、更新時期が集中する月の前後の更新期限の事業所も含め、通

常は更新期限の前月末までの申請を、２～５月の前倒しで申請書類の提出を求める場合があります。
指定更新事務の円滑化のため御協力をお願いします。
なお、分散して申請を求める場合は、事前に提出時期を個別にお知らせします。

問１ 指定更新申請の留意事項はありますか。

問２ 休止中の事業所ですが、指定の更新だけはしたいのですが、可能でしょうか。

問３ ちょうど指定更新時に、職員が退職予定で人員配置基準を満たさないが、速やかに補充を行うので、
更新を認めてもらえないか。

問４ 指定更新の申請後、指定更新通知書の交付前に、変更、休止、廃止する場合の手続は。

指定更新申請等に関するＱ＆Ａ

答１ 指定更新では、指定時の申請書類及びその後の変更届等により、現状で県に届け出ている内容
と、指定更新の際に提出された書類の内容が一致していることが必要です。

一致していない場合は変更届の提出漏れであることから、指定更新の書類だけでなく、当該事
項に係る「変更届」の書類一式の提出が必要です。その際、変更年月日の欄には、当該変更が生
じた日付を記入することになります。（※変更届の受理通知書は、指定更新通知書と併せて交付
します。）
なお、当該届出時期により理由書、誓約書、顛末書等の提出を求めることがあります。

答２ 休止中の事業所等で指定要件を満たさず指定の更新を受けられない場合は、指定の有効期限の
満了をもって指定の効力を失うこととなります。

なお、指定の更新に併せて事業の再開をする場合には、指定有効期限満了日までに事業の再開
届を提出したで、指定の更新手続を行うことになります。

答３ 指定更新時に人員・設備・運営の各基準を満たしていない場合は、更新はできません。該当す
る基準等を再度確認し、指定の更新を受ける場合は、あらかじめ基準を満たすよう準備をして申
請してください。

答４【更新申請書類提出後に変更が生じた場合】
別途、変更届を作成し提出するとともに、必要に応じて更新申請書類を差し替えてください。
なお、更新申請書類提出後の変更に係る届出である旨を、変更届の余白に明記してください。

【更新申請書類提出後に事業所等を休止又は廃止する場合】
指定の更新を受けることはできませんので、休止届又は廃止届と併せて、指定更新申請書の取

下げ書を提出してください。

6



※算定される単位数が増える場合の例
・１月１５日に加算の算定を届け出た場合は、２月１日から算定が可能。
・１月１６日に加算の算定を届け出た場合は、３月１日から算定が可能。

（１） 報酬算定の変更を伴うもの（定員の増減、共同生活住居の増、新たな加算や加
算区分の変更等）

① 届出に係る加算等の開始時期
届出等に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。）については、利用者や相談支援
事業者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月１５日以前になされた場合には翌月か
ら、１６日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始します。

≪提出書類≫（様式は県指導監査室ホームページからダウンロードできます。）

・介護給付費及び訓練等給付費の額の算定に係る体制等に関する届出書（障害福祉サービス）
障害児通所給付費及び障害児入所給付費の額の算定に係る体制等に関する届出書（障害児）
・介護給付費及び訓練等給付費の額の算定に係る体制等状況一覧表（障害福祉サービス）
障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表（障害児）
・各種加算に係る届出書及び添付書類

≪提出部数≫ ２部（正本１部・副本１部）

（２） 報酬算定の変更を伴わないもの（例：児童指導員、福祉専門職員等の有資格
者の変更等）

≪提出書類≫（様式は県指導監査室ホームページからダウンロードできます。）

・各種加算に係る届出書及び添付書類

≪提出部数≫ １部

事前に届け出てください。

変更後速やかに届け出てください。

② 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い
指定障害福祉サービス事業所等の体制について、加算等が算定されなくなる状況が生じた場

合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出てください。
なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日（※）から加算等の算定を行

わないものとします。
※居宅介護サービス費、重度訪問介護サービス費、同行援護サービス費、行動援護サービス費における特定事業
所加算については、事実が発生した日の属する月の翌月の初日から加算等の算定を行わない。

また、この場合において届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求と
なり、支払われた介護給付費等は不当利得として返還措置を講ずることになります。なお、悪
質な場合には指定の取消し等をもって対処します。

４ 体制等に関する届出について
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○届出に当たっての留意事項

事業所（施設）の所在地（設置の場所）やサービス提供責任者・サービス管理責任者・児童発達

支援管理責任者（実務経験を要する職種）等については、事前の届出をお願いしています。

また、定員又は共同生活住居の増減等の場合は、報酬算定の変更を伴う可能性がありますので、

7ページ「４ 体制等に関する届出について」を確認してください。

（１） 変更の届出

指定事業者・施設は、届け出た内容に変更があった場合は、その変更に係る
事項について、変更があった日から１０日以内に「変更届」を、所管の県民局に提出
する必要があります。

≪提出する書類≫（様式は県指導監査室ホームページからダウンロードできます。）
① 変更届出書
② 添付書類（「変更届に係る提出書類確認表」を確認してください。）

（２） 廃止又は休止の届出（入所施設は指定の辞退）

その廃止又は休止の日の１か月前（入所施設は３か月前）までに、所管の県民局
に届け出てください。

≪提出する書類≫（様式は県指導監査室ホームページからダウンロードできます。）
① 廃止（休止）届
② 届出事項
・現利用者に対する措置
・現利用者の氏名、希望サービス、異動先サービス等を記載したリスト及び、当該リストの作成
に当たり、利用者に対してその希望や意向等を聴取するために実施した個々の面談記録等、事
業者として利用者に対し責任ある対応を図ったことが確認できる資料

≪変更の届出が必要な事項（例）≫ ※サービスの種類により異なります。

① 事業所の名称及び所在地
② 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、職名及び住所
③ 申請者の登記事項証明書又は条例等（当該指定に係る事業に関するものに限る。）
④ 事業所の平面図
⑤ 事業所の管理者及びサービス管理責任者（サービス提供責任者・児童発達支援管理責任者）
の氏名、生年月日、経歴及び住所
⑥ 運営規程

※ 利用者への利用調整が未整備の場合は、「勧告」対象となります。

５ 変更・廃止・休止等の届出について

8



平成２４年４月１日から、障害福祉サービス事業者等及び障害児通所支援事業者等は、法令遵守等
の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられました。
業務管理体制の整備は、単に法令遵守責任者の氏名等を行政に届け出ることが目的ではなく、あくまでも

法令遵守責任者が中心となって事業者自らがコンプライアンス（法令遵守）を向上してもらうことが趣旨です。
また、届出事項に変更があった場合又は事業所等の新規指定等により届け出るべき事項に変更があ

った場合（１９事業所から２０事業所へ事業所数の増加）についても、届出事項の変更に係る届出書
を提出することが必要です。

(1) 届出書の内容 ・・設置する事業所等の数により届出事項が異なります。

(2) 届 出 先
事業所等の指定により、事業展開地域が変更となり、届出先の行政機関に変更が生じた場合、

変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届出が必要となります。

６ 業務管理体制の整備に関する事項の届出等について

事業所等の区分 届出先

① 事業所等が２以上の都道府県に所在する事業者 厚生労働本省

② 特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを
行う事業者であって、全ての事業所等が同一市町
村内に所在する事業者

市町村

③ 事業者の運営する事業所が全て特定の１政令市
又は中核市（岡山市、倉敷市）内に所在する場合

岡山市 事業者指導課
倉敷市 障がい福祉課事業所指導室

④ 上記以外
岡山県

（各県民局健康福祉部健康福祉課）

対象となる障害福祉サービス事業者等 届出事項

全ての事業者等

事業者等の名称又は氏名

〃 主たる事業所の所在地

〃 代表者の氏名、生年月日、住所、職名

「法令遵守責任者」の氏名、生年月日

事業所等の数が２０以上の事業者等 上記に加え「法令遵守規程」の概要

事業所等の数が１００以上の事業者等 上記に加え「業務執行の状況の監査の方法」の概要

(3) 一般検査
障害福祉サービス事業者等の自主的な業務管理体制の整備状況の確認・点検を通じて、

法令遵守に対する意識を高めるとともに問題点の改善を行っていただくため、一般検査を
定期的（概ね３年に1回）実施します。 9



（１）令和５年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について

① 加算算定に当たって届出が必要な書類等
〇障害福祉サービス等処遇改善計画書及び添付書類
※福祉・介護職員処遇改善加算等を算定する事業所は必ず提出する必要があります。
また、提出は各指定権者ごとに行う必要があります。県については、県民局に提出
してください。

〇介護給付費等の額の算定に係る体制等に関する届出書及び添付書類
次の場合は、障害福祉サービス等処遇改善計画書に加え、介護給付費等の額の算定
に係る体制等に関する届出書等も提出する必要があります。
・新たに福祉・介護職員処遇改善加算等を算定する場合
・従来の区分と異なる加算を算定する場合（以下のとおり）
（例）「加算Ⅱ」を算定していたが、「加算Ⅰ」を算定する場合

② 届出に当たっての留意事項
令和５年度は計画書等の様式の変更があるため、提出期限を次のとおりとします。

○令和５年４月又は５月から加算を取得する場合・・・令和５年４月１５日まで
○その他の月から加算を取得する場合・・・取得しようとする月の前々月の末日

様式改正、報酬改定等のない年度の取扱いは、原則として次のとおりとなります。
福祉・介護職員処遇改善加算等については、他の加算の提出期限と異なり、

○年度当初から加算を取得する場合・・・前年度の２月末日まで
○年度途中から加算を取得する場合・・・取得しようとする月の前々月の末日

③ 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金（令和４年度で終了）による賃上げ効果を

継続させる観点から、令和４年１０月の報酬改定において創設された加算です。
賃金改善に要する費用が、当該加算の見込額を上回り、かつ、賃金改善に要する費

用の３分の２以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当の額の引き上げに充てる
こと等を算定要件としています。

※算定対象外の障害福祉サービスの種別
就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援

※対象となる職種
ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、世話人、職業指導員、生活移行
支援員、就労支援員、訪問支援員、夜間支援従事者、共生型障害福祉サービスの介護
職員、就労継続支援Ａ型の賃金向上達成指導員、就労継続支援Ｂ型の目標工賃達成指
導員、児童発達支援及び放課後等デイサービスの「指導員等」

７ 福祉・介護職員処遇改善加算等について①
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（２） 令和４年度福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告について

① 提出期限

・令和４年度に当該加算を算定している場合は、令和５年７月３１日（月）
※各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日
→最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払となるため、提出期限は2ヶ月後の7月末

② 提出先
提出は、各指定権者ごとに行う必要があります。岡山県の指定事業所については、令和４年

度福祉・介護職員処遇改善計画書等を提出した県民局に提出してください。

③ 留意事項
ア 令和４年度分福祉・介護職員処遇改善加算等の総額

令和４年度分福祉・介護職員処遇改善加算等の総額には、令和４年４月～令和５年３月サ
ービス提供分までの加算総額（利用者負担額を含む。）を記入してください。
つまり、国保連における令和４年５月～令和５年４月審査分までの加算総額（利用者負担額を含

む。）を記入することになります。（国保連から通知されている金額を足しあげること。）

イ 賃金改善所要額
実績報告で、賃金改善所要額が加算による収入額（加算総額）を下回った場合、加算の算

定要件を満たしていないため、全額返還となります。（差額の返還ではない。）
また、実績報告を提出しない場合も全額返還となります。仮に現時点で、賃金改善所要額が加

算による収入額（加算総額）を下回っている場合は、一時金や賞与として追加支給してくだ
さい。

ウ 賃金改善の方法等
・ 賃金改善は、本給、手当、賞与等のうちから、対象とする賃金項目を特定した上で行い
ますが、賃金改善を行う項目については明確に記載してください。
また、特定した賃金項目を含め、特段の事情なく賃金水準を引き下げることはできません。

・ 非正規職員として勤務していた者を、正規職員に転換した場合、転換したことに伴う給与
の増加分は賃金改善額には含まれません。
同様に、職員を増員した場合の増員分の賃金も賃金改善額には含まれません。

・ 加算を取得した事業者は、賃金改善の実施と併せて、キャリアパス要件や職場環境等要件
を満たす必要がありますが、当該取組に要する費用については、賃金改善の実施に要する費
用に含まれません。

・ 役員報酬に対して処遇改善加算等を充てることは、賃金改善としては認められません。
ただし、役員報酬とは別に処遇改善加算等対象職種として労働基準法上で定義されている賃
金を得ている場合は、その賃金に対してのみ処遇改善加算等を充てることは可能です。

平成30年3月30日付け厚生労働省通知（抜粋）

賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうちから対象とする賃金項目を特定した上で行う

ものとする。この場合、8(2)（特別事情届出書）の届出を行う場合を除き、特定した賃金

項目を含め、賃金水準を低下させてはならない。また、安定的な処遇改善が重要であるこ

とから、基本給による賃金改善が望ましい。

７ 福祉・介護職員処遇改善加算等について②
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８ 障害福祉サービス等情報公表制度について

(1) 制度概要

○障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加する中、利用者が個々のニーズに応
じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が重
要な課題となっていました。

○このため、利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資することを目的とし
て、平成28年5月に成立した障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律におい
て、① 事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求める
とともに、② 都道府県知事が報告された内容を公表する仕組みが創設され、平成30年４月か
ら制度が施行されました。

○令和３年度からは、厚生労働省において、災害発生時における障害福祉サービス施設、事
業所の被害状況等を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した施設、事業所への迅速かつ
適切な支援（停電施設への電源車の手配等）につなげるため、本制度に基づく基本情報を活
用しています。

(2) 報告手順について

○ 都道府県等による承認後、報告内容がWAMNETに公表されます。

○ 事業所の指定後、情報公表システムよりログインＩＤ・パスワードがメールで通知されます。

○ ID等を用いて情報公表システムにログインし、事業所詳細情報を入力してください。

手順1

事業者

○ 入力内容を確認後、都道府県等へ報告します。

○ 都道府県等担当者が、申請内容を確認し、以下の手続を行います。
・ 内容に不足等があれば、差し戻します。 (修正の上、再度報告します。)

・ 内容に特段問題がなければ、承認します。

手順2

事業者

事業者

※ 障害福祉サービス等情報に変更が生じた都度、
報告する必要があります。

12



情報公表システムに係るよくある質問と対応方法 

※岡山市に所在する事業所の場合は岡山市事業者指導課（086-212-1015）、倉敷市に所在する事業所の場

合は倉敷市事業所指導室（086-426-3287）にご連絡ください。

質問 ログイン ID、パスワードがわからない。 

対応 県指導監査室（086-226-7917）にご連絡いただければログイン IDをお調べします。パスワードは

指導監査室でも調べることができないため、WAMNETログイン画面下部の「パスワードをお忘れの方

はこちら」からパスワードを再発行してください。 

※パスワードの再発行にはログイン IDが必要なため、ログイン IDとパスワードの両方が分からな

い場合は、最初に指導監査室にご連絡ください。

【WAMNETログイン画面】 

https://www.int.wam.go.jp/sfkohyoin/COP000100E0000.do 

質問 検索しても事業所の情報が出てこない。（最近新規指定を受けた場合に多い） 

対応 事業所の登録作業ができていない可能性があるため、県指導監査室（086-226-7917）にご連絡く

ださい。 

質問 ログインして事業所の情報を入力しようとしたが、入力を受け付けない。

対応 誤って県に承認申請をしている可能性があります。入力途中の場合は県で「差戻し」を行います

ので、県指導監査室（086-226-7917）にご連絡ください。 

質問 ログインできたが、入力している情報が途中で消える。

対応 入力した内容はカテゴリ（例：従業者に関する情報から利用料に関する事項に移る時など）ごと

に保存してから別のカテゴリに行かないと消えてしまいます。保存するには画面右下に表示されて

いる〔一時保存〕ボタンを押します。 

質問 ログインできたが、カテゴリを表示するマークのところに赤い×印があって入力を受け付けない。 

対応 システムの動作要件を満たしていない場合があります。動作要件は次のとおりです。

ＯＳ：Windows７以降 

ブラウザ：ＩＥ（インターネットエクスプローラー）１１以降 

＜参考＞ 

次のホームページに操作説明書が掲載されているので参考にしてください。 

【障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板】 

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/jigyo/ 
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９ 利用者の安全確保について

(1) 災害対策の徹底について
障害福祉サービス事業所等は、利用者の安全を確保するために、火災や地震、風水害のほ

か、地域の特性等を考慮した自然災害に係る対策を含む「非常災害対策計画」の策定と定期
的な避難等訓練の実施が必要です。（義務規定）

※「非常災害対策計画」
災害発生時における職員の役割分担や基本行動等について、施設が立地する地域の環

境等を踏まえ、様々な災害を想定した上で、あらかじめ定めておくもの。
（想定する災害）
風水害、土砂災害、地震等の自然災害や、火災、ガス爆発等の人為災害など
※必ずしも災害ごとに別の計画として策定する必要はありません。

水防法・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律では、市町村
地域防災計画に定められた洪水浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内の「要配慮者利用
施設」※の所有者又は管理者に対し、「避難確保計画」の作成、避難訓練の実施等を義務付け
ています。
避難確保計画を未作成等、義務を履行していない場合は、早急な対応をお願いします。

※「要配慮者利用施設」
社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する

施設（例：障害者総合支援法、児童福祉法に基づく指定事業所等）

※「避難確保計画」は「非常災害対策計画」に必要事項を追記する形で作成することが可能
です。

(2) 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

○対象サービス・施設

障害者支援施設、療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続

支援、共同生活援助、福祉型（医療型）障害児入所施設、（医療型）児童発達支援（センタ

ー）、放課後等デイサービス

(3) 業務継続計画（BCP）の作成について

障害福祉サービス事業所等は、災害等によりライフラインが寸断され、または感染症等によ
り人員の確保ができなくなり、サービス提供の維持が困難となった場合、利用者の生命・身体
に著しい影響を及ぼすおそれがあります。
緊急時において最低限のサービス提供を維持、または、早期に再開できるように、人員確

保の方法や飲料水、食料、衛生用品、冷暖房設備稼働用の燃料などの確保策等を定める業
務継続計画（BCP）を、あらかじめ策定し、研修や訓練を定期的に実施することが必要です。

※基準条例により、令和６年４月１日から義務化（それまでの間は、経過措置により努力義務が
あります。）
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10 その他連絡

(1) 適正な事業運営に必要なもの
数次にわたる法改正や報酬改定により、制度や報酬体系は非常に複雑化しています。
しかしながら、障害福祉サービス事業を実施するためには、制度や基準を理解することが必

要不可欠ですので、県条例、関係法令、関係告示等を十分に御理解の上、適正に事業所を運
営いただきますようお願いします。
これらの基準は複雑な内容を含んでいるため、十分な理解のために、中央法規出版「事業者

ハンドブック（指定基準編、報酬編）」や、社会保険研究所「障害福祉サービス報酬の解釈」等も
発行されています。

※ 県条例については、県指導監査室ホームページ中、次のＵＲＬに掲載
ＵＲＬ： httpｓ://www.pref.okayama.jp/page/571262.html

※ 事業所の指定・運営に係る関係法令等一覧（参考資料参照）

(2) 事故報告の提出について

サービス提供中に利用者に事故が発生した場合は、必要な措置を迅速に講じるともに、速やか
に利用者の家族等、県（所管県民局健康福祉部）、市町村（所在市町村及び支給決定市町）等
に連絡・報告を行ってください。

※ 利用者事故発生時の対応について、利用者事故等報告書（参考資料参照）

(3) 厚生労働省からの通知等について

(4) 質問（疑義照会）について

厚生労働省から発出される通知等については、随時、県指導監査室ホームページ上で公開
するとともに、電子メールにより事業所へ周知する場合もありますので、確認をお願いします。

＜岡山県指導監査室ホームページ＞
ＵＲＬ： httpｓ://www.pref.okayama.jp/soshiki/340/

今回の集団指導に係る内容やその他について質問（疑義）等がある場合は、「質問票」により
FＡＸにて送信してください。

※ 質問票、質問担当窓口について（参考資料参照）

(5) メールアドレスの登録について
県指定の障害福祉サービス等事業者へのお知らせ、各種依頼等については、県のホームペ

ージに掲載したり、より確実にお伝えするため、電子メールでお知らせする場合もあります。
メールアドレスの変更や受信先を変更したい場合は、変更登録をお願いします。
《登録手続き》
事業所等で使用するメールアドレスを下記アドレス（県指導監査室メールアドレス）まで送付
⇒県指導監査室メールアドレス： shidokansa@pref.okayama.lg.jp
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１１ 参考資料

１ 令和３年度指定障害福祉サービス事業者等に対する指定及び
指導等の状況

２ 事業所の指定・運営に係る関係法令等一覧

３ 法令改正

４ 利用者事故等発生時の対応について

５ 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

６ 業務継続計画（BCP）作成について

７ 虐待防止措置について

８ 相談支援専門員研修、サービス管理責任者研修について

９ 障害者差別解消法について

１０ 新型コロナウイルス感染症に関する対応について

１１ 障害者の希望を踏まえた適切な支援の徹底等について

１２ 前年度実績に基づく基本報酬及び加算の取扱いについて

１３ 質問票

１４ 質問担当窓口

・・・・・１７

・・・・・２７

・・・・・２０

・・・・・５０

・・・・・３０

・・・・・２１

・・・・・３９

・・・・・６２

・・・・・５３

・・・・・６４

・・・・・７０

・・・・・６７

・・・・・７４

・・・・・７３
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令和3年度　指定障害福祉サービス事業者等に対する指定及び指導等の状況

１　指定及び指導等の状況 都道府県市名

居
宅
介
護
事
業
所

重
度
訪
問
介
護
事
業
所

同
行
援
護
事
業
所

行
動
援
護
事
業
所

療
養
介
護
事
業
所

生
活
介
護
事
業
所

短
期
入
所
事
業
所

重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
事

障
害
者
支
援
施
設

自
立
訓
練
(機
能
訓
練)
事
業
所

自
立
訓
練
(生
活
訓
練)
事
業
所

就
労
移
行
支
援
事
業
所

就
労
継
続
支
援(A
型)
事
業
所

就
労
継
続
支
援(B
型)
事
業
所

就
労
定
着
支
援
事
業
所

自
立
生
活
援
助
事
業
所

共
同
生
活
援
助
事
業
所

地
域
移
行
支
援
事
業
所

地
域
定
着
支
援
事
業
所

児
童
発
達
支
援
事
業
所

医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業

放
課
後
等
デイ
サー
ビス
事
業
所

居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援

保
育
所
等
訪
問
支
援
事
業
所

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

医
療
型
障
害
児
入
所
施
設

90 69 24 6 2 68 48 24 5 10 40 96 9 3 56 26 25 59 1 106 3 16 1 1

指　　定 (a) 4 4 1 2 3 3 1 1 12 5 1 1 6 10

更　　新 2 10 9 6 1 3 11 12 1 5 3 3 4 6 1 4

廃　　止(b) 2 1 1 1 3 1 2 4 2 2 1 1 3 2

辞　　退(c)

未 更 新(d)

取　　消(e) 1

効力停止（全部停止）

効力停止（一部停止） 2 1 3 3

92 72 24 7 2 68 51 0 24 0 4 9 37 106 9 3 58 26 25 62 1 114 3 16 1 1

1

90 69 24 6 2 68 48 0 24 0 5 10 40 96 9 3 56 26 25 59 1 106 3 16 1 1

計画数 90 69 24 6 2 68 48 0 24 0 5 10 40 96 9 3 56 26 25 59 1 106 3 16 1 1

実施数 70 69 24 6 2 57 43 8 1 32 86 9 2 36 26 25 55 106 15 1

実施率(%) 78% 100% 100% 100% 100% 84% 90% 33% 0% 10% 80% 90% 100% 67% 64% 100% 100% 93% 0% 100% 0% 94% 100% 0%

計画数 27 22 9 2 21 20 11 3 3 19 33 6 2 23 6 6 20 30 3

実施数 1 1 1 4 2 3 1 2 6 14 3 5 8 11

実施率(%) 1% 1% 0% 0% 50% 6% 4% 13% 20% 20% 15% 15% 9% 0% 0% 14% 0% 10% 0% 0% 0%

実施数 4 2 1 4 4 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 1) ( 2) ( 0) ( 0) ( 1) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 2) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 1) ( 3) ( 0) ( 0) ( 3) ( 0) ( 1) ( 2) ( 6) ( 13) ( 3) ( 0) ( 4) ( 0) ( 0) ( 8) ( 0) ( 9) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0)

1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1 2 6 7 3 0 1 0 0 5 0 4 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

令和3年度末の指定事業所等数（Ａ）＋（Ｂ）

岡山県

是正改善指導事項

１　指定等の状況

前年度末現在の指定事業所等数（Ａ）

当該年度（令
和3年度）の指

定状況（B)

管理者

取消（e）のうち連座制が適用され各都道府県に通知したもの

２  指導及び監査の状況

事業所等数

集団指導

実地指導

監　　査

３　実地指導結果の事項別是正改善指導状況

第１  基本方針・一般原則

第２　人員に関する基準

従業者の員数(生活支援員、
看護職員等)
サービス提供(児童発達支援
管理)責任者

利用者数の算定

職務の専従

従たる事業所設置の場合の特
例

訪問による指定自立訓練

第３　設備に関する基準

第４　運営に関する基準

内容及び手続の説明及び同意

契約支給量（契約内容）の報告等

提供拒否の禁止

連絡調整（要請）に対する協力・あっ
せん調整
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居
宅
介
護
事
業
所

重
度
訪
問
介
護
事
業
所

同
行
援
護
事
業
所

行
動
援
護
事
業
所

療
養
介
護
事
業
所

生
活
介
護
事
業
所

短
期
入
所
事
業
所

重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
事

障
害
者
支
援
施
設

自
立
訓
練
(機
能
訓
練)
事
業
所

自
立
訓
練
(生
活
訓
練)
事
業
所

就
労
移
行
支
援
事
業
所

就
労
継
続
支
援(A
型)
事
業
所

就
労
継
続
支
援(B
型)
事
業
所

就
労
定
着
支
援
事
業
所

自
立
生
活
援
助
事
業
所

共
同
生
活
援
助
事
業
所

地
域
移
行
支
援
事
業
所

地
域
定
着
支
援
事
業
所

児
童
発
達
支
援
事
業
所

医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業

放
課
後
等
デイ
サー
ビス
事
業
所

居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援

保
育
所
等
訪
問
支
援
事
業
所

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

医
療
型
障
害
児
入
所
施
設

是正改善指導事項

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0

12 0 0 2 0

13 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 4 0 5 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0

24 0 0

25 0 0

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 0

29 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0 0

31 0 0 0 1 4 0 0

32 0 0 0 0 0 0

33 0 0 0 0 0 0

34 0 0 0 0 0 0

35 0 0

36 0

37 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 0 0 0

39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 0 0

41 0 1

42 0

43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受給資格の確認

サービス提供困難時の対応

給付費等の額に係る通知等

介護(訓練等)給付費等の支給(決定)
の申請に係る援助

心身の状況等の把握

指定障害福祉サービス事業者等との連携等

身分を証する書類の携行

サービスの提供の記録

利用定員

開始及び終了(入退居)・居住地変更への対応

入退所(居)の記録の記載等

指定事業者が支給決定障害者等に
求めることのできる金銭の支払の範囲
等

利用者負担額等の受領

利用者負担額に係る管理

生産活動・就労

取扱方針

計画の作成（書類の交付）

サービス提供(児童発達支援管理)責
任者の責務

管理者の責務（管理者による管理等）

同居家族に対するサービス提供の禁
止

（その他の）サービスの提供

検討等

相談及び援助

（機能）訓練・指導等

雇用契約の締結等

看護・介護・家事等

障害福祉サービスの提供に係る
基準

工賃の支払・賃金

実習の実施

求職活動の支援等

職場への定着のための支援

就職状況の報告

利用者及び従業者以外の者の雇用

社会生活上の便宜の供与等

地域生活移行のための支援

食　事

実施主体

事業所の体制・支援体制の確保

健康管理
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居
宅
介
護
事
業
所

重
度
訪
問
介
護
事
業
所

同
行
援
護
事
業
所

行
動
援
護
事
業
所

療
養
介
護
事
業
所

生
活
介
護
事
業
所

短
期
入
所
事
業
所

重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
事

障
害
者
支
援
施
設

自
立
訓
練
(機
能
訓
練)
事
業
所

自
立
訓
練
(生
活
訓
練)
事
業
所

就
労
移
行
支
援
事
業
所

就
労
継
続
支
援(A
型)
事
業
所

就
労
継
続
支
援(B
型)
事
業
所

就
労
定
着
支
援
事
業
所

自
立
生
活
援
助
事
業
所

共
同
生
活
援
助
事
業
所

地
域
移
行
支
援
事
業
所

地
域
定
着
支
援
事
業
所

児
童
発
達
支
援
事
業
所

医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業

放
課
後
等
デイ
サー
ビス
事
業
所

居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援

保
育
所
等
訪
問
支
援
事
業
所

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

医
療
型
障
害
児
入
所
施
設

是正改善指導事項

44 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

45 0 0 0

46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 4 0 5 0 0 0 0

48 介護等の総合的な提供 0 0 0

49 勤務体制の確保等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0

50 定員の遵守 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

51 非常災害対策 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0 2 1 0 2 0 0 0

52 設備及び備品等 0 0

53 衛生管理等 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0

54 協力医療機関等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 掲　示 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0

56 秘密保持等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 情報の提供等（広告） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 利益供与(収受)等の禁止 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 苦情解決 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 事故発生時の対応 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

61 会計の区分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 身体拘束等の禁止 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

65 0 0 0 0 0

66 0 0 0 0 0 0 0

67 0 0 0 0

68 0 0

69 0

70 0

71 その他（　 　） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他（　 　） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他（　 　） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他（　 　） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 1) ( 1) ( 0) ( 0) ( 1) ( 0) ( 0) ( 0) ( 2) ( 3) ( 1) ( 0) ( 2) ( 0) ( 0) ( 3) ( 0) ( 5) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 3 1 0 2 0 3 0 5 0 0 0 0

( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0)

1 その他（　 　） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 その他（　 　） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 その他（　 　） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 その他（　 　） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 その他（　 　） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

障害福祉サービスの体験的利用
支援

緊急時等の対応

入院期間中の取扱い

支給決定障害者等に関する市町
村への通知

運営規程

地域との連携等（関係機関との連
絡調整）

記録の整備

経過措置・特例

虐待の禁止

懲戒に係る権限の乱用禁止

障害児に係る給付金の金銭管理

各種加算

第８　その他

体験的な宿泊支援

第５　多機能型（一体型）に関する特例

第６　変更の届出等

第７　給付費の算定及び取扱い

基本事項

○○サービス費・○○給付費
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事業所の指定・運営に係る「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」関係法令等 

※ 法令名称等は、略称を使用

１ 障害者関係 

分類 名称等 法令番号等 事業者ハンドブック 

基
本
法
令

法律 障害者総合支援法 平 17法律 123 

政令 障害者総合支援法施行令 平 18政令 10 

省令 障害者総合支援法施行規則 平 18厚労令 19 

関
係
法
令

省令 

障害福祉サービス指定基準 平 18厚労令 171 青本 

障害福祉サービス最低基準 平 18厚労令 174 青本 

障害者支援施設指定基準 平 18厚労令 172 青本 

障害者支援施設最低基準 平 18厚労令 177 青本 

関
係
告
示
等

通知 指定基準解釈通知 サービス事業ごとに規定 青本 

告示 関係告示 多数 青本 

通知 指定基準関係通知 多数 青本 

告示 報酬告示（算定基準） 平 18厚労告示 523 赤本 

告示 報酬関係告示 多数 赤本 

通知 報酬留意事項通知 サービス事業ごとに規定 赤本 

通知 報酬算定関係通知 多数 赤本 

事務連絡 報酬に関するＱ＆Ａ 多数 赤本 

２ 障害児関係 

分類 名称等 法令番号等 事業者ハンドブック 

基
本
法
令

法律 児童福祉法 昭 22法律 164 

政令 児童福祉法施行令 昭 23政令 74 

省令 児童福祉法施行規則 昭 23厚令 11 

関
係
法
令

省令 障害児通所支援指定基準 平 24厚労令 15 青本 

省令 障害児入所施設等指定基準 平 24厚労令 16 青本 

省令 児童福祉施設基準（障害児入所施

設及び児童発達支援センター） 

昭 23厚令 63 青本 

関
係
告
示
等

通知 指定基準解釈通知 サービス事業ごとに規定 青本 

告示 関係告示 多数 青本 

通知 指定基準関係通知 多数 青本 

告示 報酬告示（指定通所支援） 平 24厚労告示 122 赤本 

告示 報酬告示（指定入所支援） 平 24厚労告示 123 赤本 

告示 報酬関係告示 多数 赤本 

通知 報酬留意事項通知 サービス事業ごとに規定 赤本 

通知 報酬算定関係通知 多数 赤本 

事務連絡 報酬に関するＱ＆Ａ 多数 赤本 

※ 一般的には、法令は「法律＞政令・省令」(県では条例・規則)であり、その下に「通達＞告示

＞要綱＞通知」がある。なお、「告示」には法令としての性質を含むものもある。

※ 参考書籍････中央法規出版発行の「事業者ハンドブック（指定基準編）青本、（報酬編）赤本」
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令和４年３月２９日 

保健福祉課指導監査室 

利用者事故等発生時の対応について 

１ 事故等発生時の対応 

（１）事故等の態様に応じ、必要な措置を迅速に講じること。

（２）利用者の家族等、県（所管県民局健康福祉部）、市町村（所在市町村及び支給決定

市町村）等に連絡・報告を行うこと。ただし、指定権者が岡山市、倉敷市及び

新見市である施設・事業所は、県へ報告書を提出する必要はない。 

（３）事故の状況及び事故等に際して採った処置について記録すること。

２ 事故後の対応及び再発防止への取組 

（１）賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行うこと。

（２）事故等の発生原因を解明し、再発防止のための対策を講じるとともに、全従

業者に周知徹底すること。

３ 県（所管県民局健康福祉部）への報告 

（１）報告すべき事故等の範囲

報告すべき事故等の範囲は、原則として以下のとおりとする。

① サービス提供による利用者の事故等

ア 事故等とは、死亡事故のほか、転倒等に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥等

サービス提供時の事故により、医療機関に入院又は治療したもの及びそれ

と同等の医療処置を行ったものを原則とする。（事業者側の責任や過失の

有無は問わず、利用者自身に起因するもの及び第三者によるもの（例：自

殺、失踪、喧嘩）を含む。）

イ サービス提供には、送迎等を含むものとする。

② 利用者が行方不明になったとき（外部の協力により捜索活動が必要となる

場合）

③ 食中毒、感染症（インフルエンザ、感染性胃腸炎、結核等）の集団発生

※新型コロナウイルス感染症については、当面、感染が疑われる者が発生

した時点で報告することとされている。

④ 従業員の法律違反・不祥事等利用者の処遇に影響のあるもの

⑤ 火災、震災、風水害等の災害によりサービスの提供に影響する重大な事故

等

⑥ その他施設・事業所の長が必要と認めるもの

（２）報告事項

県（所管県民局健康福祉部）への報告は、別紙様式を標準とする。ただし、別

紙様式の内容が含まれる任意の様式で報告することは差し支えない。 

なお、死亡事故の場合は診断書の写しを添付すること。 
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（３）報告手順

事故等が発生した場合は、速やかに家族等に連絡し、県（所管県民局健康福祉

部）及び市町村（所在市町村及び支給決定市町村）に報告する。 

また、食中毒や感染症の集団発生が疑われる場合には、速やかに管轄保健所

に連絡し、あわせて、県（所管県民局健康福祉部）及び市町村（所在市町村及び支給

決定市町村）に報告する。 

① 第一報

死亡事故等、緊急性の高いものは、電話等により事故等発生の連絡を行い、

その後速やかに報告書を提出する。 

② 途中経過及び最終報告

事故処理が長期化する場合は、適宜、途中経過を報告するとともに、事故

処理が完了した時点で、最終報告書を提出する。 

※参考（事故発生時の対応について定めた基準条例等）

（１）障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準

等を定める条例（平成２４年岡山県条例第５２号）第４１条第１項及び準用規定 

（２）障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営の基準等を定め

る条例（平成２４年岡山県条例第５３号）第５９条第１項 

 （３）障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準を定める条例（平

成２４年岡山県条例第５４号）第３２条第１項及び準用規定 

 （４）障害者総合支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営の基準を定める条例（平

成２４年岡山県条例第５５号）第１８条第１項 

（５）障害者総合支援法に基づく福祉ホームの設備及び運営の基準を定める条例（平成２４年

岡山県条例第５６号）第１６条第１項

（６）障害者総合支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営の基準を定める条例（平成

２４年岡山県条例第５７号）第４５条第１項 

（７）障害者総合支援法に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成

２４年厚生労働省令第２７号）第３６条第１項及び準用規定

（８）児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める

条例（平成２４年岡山県条例第４９号）第５３条第１項及び準用規定 

（９）児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例

（平成２４年岡山県条例第５０号）第５０条第１項及び準用規定 

※ 条例及び省令の名称中、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

については「障害者総合支援法」と略記している。 
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報告区分

県民局健康福祉部長　殿

法人名

〒

電話番号

FAX番号

歳 性 別 □男 □女

□食中毒 　　（※その他の場合に記入）

□所在不明

□その他

報告先 報告・説明日時

配置医師 　／　　：　

管理者 　／　　：　

家族等 　／　　：　

指定権者 　／　　：　

市町村 　／　　：　

　／　　：　

　／　　：　

氏　名 性別･年齢
被害者との

関係
(第１報の際、不明・未定の部分は、第２報で報告）

　【行政機関記入欄】

□第１報、□第２報、□（ ）

障害福祉サービス事業所等利用者事故等報告書
記載年月日（令和 年　　月　　日）　

事
業
所
等

事業所名

事業所所在地

管理者氏名

報告者 職･氏名

利
用
者

氏 名 ・ 年 齢 障害支援区分

障 害 の 種 類 □身体（種別： ）□知的　□精神　□その他（ ）

利用サービス種類 支給決定市町村 受給者番号

事
故
等
の
概
要

事故等発生日時 令和 年 月 日 （　　）　　□午前　□午後 時 分頃

事故等発生場所 □事業所内（ ）□送迎　□居宅　□その他（ ）

事故等の種別

（該当するものすべて
にチェック）

□転倒・転落

□誤嚥・異食

□誤薬

□感染症等

事故等の結果 □通院　□入院　□死亡

家族等への説明内
容とそれに対する
反応

□骨折　□打撲・捻挫　□切傷　□特変なし　□その他（ 　　）

事 故 等 の 内 容

（事故等発生時の具体的状況）

加害者がいる場合 □男　□女（　　歳）

再発防止に向けた
対策・方針

事
故
等
発
生
後
の
対
応

事故等への対応内
容・利用者の状況

医 療 機 関 名 治療期間
日数（見
込み）治 療 の 概 要

事業者の安全配慮
（　　　　　　　　　　）

※ 記入欄が不足する場合は、任意様式に記載し添付してください。死亡事故等の場合は、家族等の了解の範囲内で、診断書（それに準ずる
書類を含む。）の写しを添付してください。

□ 消費安全性を欠く商品（飲食物を含む）
・役務

□ 重大事故等（死亡・30日以上の治療を
要する重傷、中毒）

被害拡大の恐れ
（　  ）

損害賠償の状況 □有（□完結　□継続）　□無 □未交渉 □その他（ ）

事故等の原因
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５ 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について 

○マニュアル等入手先

・国土交通省（浸水、避難確保計画の作成・活用の手引き）

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html

・国土交通省（土砂、土砂災害警戒避難の好事例集）

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/sabo01_fr_000012.html

・岡山県保健福祉課ホームページ（避難行動タイムライン作成のためのフォーマット）

https://www.pref.okayama.jp/page/604487.html

○洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域の確認方法

（洪水浸水想定区域）

・国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所

http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/bousai/hanran_sim/sim/index.html

・岡山県土木部河川課

https://www.pref.okayama.jp/page/548036.html

・おかやま全県統合型 GIS

http://www.gis.pref.okayama.jp/pref-okayama/Portal

  （土砂災害警戒区域） 

・おかやま全県統合型 GIS

http://www.gis.pref.okayama.jp/pref-okayama/Portal

○水防法（抜粋）

（要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等） 

第十五条の三 第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められ

た要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利

用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に

関する計画を作成しなければならない。 

２～８略 

○土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（抜粋）

（要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等） 

第八条の二 前条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配

慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、急傾斜地の崩壊等が発

生するおそれがある場合における当該要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難

の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。 

２～６略 
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浸水想定区域

氾濫

～要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために～

※ 土砂災害防止法の正式名称は「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」です。

「水防法等の一部を改正する法律（平成29年法律第31号）」の施行に
より、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため『水防法』及び
『土砂災害防止法』が平成29年6月19日に改正されました。

（要配慮者利用施設用）

急傾斜地

※「土砂災害警戒区域」とは、土砂災
害が発生した場合に、住民等の生命
または身体に危害が生じるおそれが
あると認められる区域であり、都道
府県知事が指定します。

とは･･･

社会福祉施設、学校、医療施設
その他の主として防災上の配慮
を要する方々が利用する施設で
す。

1 避難確保計画の作成

● 「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある
場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要
な次の事項を定めた計画です。

● 避難確保計画が実効性あるものとするためには、施設管理者等の
皆さまが主体的に作成いただくことが重要です。
● 作成した避難確保計画は、職員のほか、利用者やご家族の方々も
日頃より確認することができるよう、その概要などを共用スペース
の掲示板などに掲載しておくことも有効です。

※国土交通省水管理・国土保全局のホームページに
「避難確保計画の作成の手引き」を掲載していま
すので、計画作成の参考としてください。

※ 義務付けの対象となるのは、これら要配慮者利用施設のうち、市町村地域防災計画に
その名称及び所在地が定められた施設です。

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設※の

管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務と

なりました。

【土砂災害警戒区域の指定】

要配慮者利用施設

〔医療施設〕
・病院
・診療所
・助産所 等

※「洪水浸水想定区域」とは、河川が氾濫した場合に浸水
が想定される区域であり、河川等管理者である国または
都道府県が指定します。

【浸水想定区域の指定】

※ 市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設が対象です。

要配慮者利用施設

要配慮者利用施設

〔社会福祉施設〕
・老人福祉施設
・有料老人ホーム
・認知症対応型老人共同生活援助事業の用に
供する施設
・身体障害者社会参加支援施設
・障害者支援施設
・地域活動支援センター
・福祉ホーム
・障害福祉サービス事業の用に供する施設
・保護施設

・児童福祉施設
・障害児通所支援事業の用に供する施設
・児童自立生活援助事業の用に供する施設
・放課後児童健全育成事業の用に供する施設
・子育て短期支援事業の用に供する施設
・一時預かり事業の用に供する施設
・児童相談所
・母子・父子福祉施設
・母子健康包括支援センター 等

〔学校〕
・幼稚園 ・義務教育学校 ・特別支援学校
・小学校 ・高等学校 ・高等専門学校
・中学校 ・中等教育学校 ・専修学校（高等課程を置くもの） 等

例
え
ば

܂ 防災体制 ➢ 避難誘導 ܂ 施設の整備 ܂ 防災教育及び訓練の実施
܂ 自衛水防組織の業務（※水防法に基づき自衛水防組織を置く場合）
܂ そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置 に関する事項

６　利用者の安全確保対策 (1) 防災対策
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● 避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を
市町村長へ報告する必要があります。

2 市町村長への報告

3 避難訓練の実施

● 避難確保計画に基づいて避難訓練を実施します。職員のほか、
可能な範囲で利用者の方々にも協力してもらうなど、多くの方々
が避難訓練に参加することで、より実効性が高まります。

● ハザードマップを活用するなどして、水害や土砂災害に対して
安全な場所へ速やかに避難するなど、浸水想定区域や土砂災害警
戒区域などの地域の災害リスクの実情に応じた避難訓練を実施す
ることが重要です。

避難体制の確認

避難訓練の実施

職員や利用者への学習会

避難体制のより一層の強化のために、関係者が連携して取り組むことが重要です！

避難確保計画の作成

！

܂ 避難確保計画を作成しない要配慮者利用施設の管理者等に対して、市町村長が必要な指示をす
る場合があります。

܂ 正当な理由がなく、指示に従わないときは、市町村長がその旨を公表する場合があります。

施設の所在する市町村へお問い合わせください。

市町村地域防災計画（避難場所・避難経路など）・ハザードマップに関すること

国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所 TEL：086-223-5101
岡山県土木部河川課 TEL：086-226-7479
岡山県土木部防災砂防課 TEL：086-226-7482

洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域等の指定に関すること

問い合わせ先

法改正に関すること

土砂災害防止法関係

水防法関係 国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室

国土交通省水管理・国土保全局砂防部砂防計画課

TEL：03-5253-8111（代表） URL：http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/index.html

洪水浸水想定区域（国管理河川）

洪水浸水想定区域（県管理河川）

土砂災害警戒区域等
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○
令
和
２
年
７
月
豪
雨
災
害
に
お
い
て
、
高
齢
者
施
設
の
利
用
者

14
名
が
亡
く
な
る
痛
ま
し
い
被
害
が
発
生
し
ま

し
た

○
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
避
難
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
水
防
法
及
び
土
砂
災
害
防
止
法
※
を
改
正
し
、

市
町
村
か
ら
施
設
に
対
し
て
助
言
・
勧
告
す
る
制
度
を
創
設
し
ま
し
た

※
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

水
防
法
、
土
砂
災
害
防
止
法

法
改
正
に
よ
り
、
要
配
慮
者
利
用
施
設

の
避
難
の
更
な
る
実
効
性
を
確
保

【
特
別
養
護
老
人
ﾎ
ｰ
ﾑ
千
寿
園
の
被
災
】

（
R

2.
7）

・
市
町
村
に
避
難
訓
練
の
報
告
義
務

・
市
町
村
が
施
設
に
対
し
て
避
難
確
保
計
画

に
関
す
る
助
言
・
勧
告
で
き
る
制
度

を
創
設

＜
災
害
対
策
基
本
法
の
改
正
（
R

3.
5）
＞

•
市
町
村
に
対
し
て
、
避
難
行
動
要
支
援
者
の
個
別

避
難
計
画
の
作
成
が
努
力
義
務
化

法
改
正

【
水
防
法
、
土
砂
災
害
防
止
法
の
改
正
】

（
R

3.
5.

10
公
布
、

R
3.

7.
15
施
行
）

被
災
場
所
：
熊
本
県
球
磨
村

水
防
法
、
土
砂
災
害
防
止
法
の
改
正

参
考
資
料
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要
配
慮
者
利
用
施
設
の
利
用
者
に
係
る
避
難
確
保
措
置
の
見
直
し

〇
昨
今
の
水
災
害
発
生
時
の
被
害
状
況
を
踏
ま
え
、
高
齢
者
等
の
避
難
困
難
者
が
利
用
す
る
要
配
慮
者
利
用
施
設
に
係
る

避
難
計
画
や
避
難
訓
練
の
内
容
に
つ
い
て
、
市
町
村
に
よ
る
適
切
性
の
確
認
や
助
言
・
勧
告
を
通
じ
た
避
難
実
効
性
の
確
保

を
図
る
必
要
が
あ
り
ま
す

【
改
正
概
要
】

・
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
定
め
ら
れ
た
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
が
作
成
し
、
市
町
村
に
報
告
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
避
難
確
保
措
置
に
関
す
る
計
画
（
避
難
確
保
計
画
）
に
つ
い
て
、
報
告
を
受
け
た
市
町
村
長
に
よ
る
計
画
内
容

に
係
る
助
言
・
勧
告
制
度
の
創
設

【
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
避
難
確
保
措
置
の
イ
メ
ー
ジ
】

・
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
所
有
者
等
の
実
施
義
務
と
さ
れ
て
い
る
避
難
訓
練
に
つ
い
て
、
市
町
村
長
へ
の
訓
練
結
果
の
報
告

を
義
務
付
け
、
報
告
を
受
け
た
市
町
村
長
に
よ
る
訓
練
内
容
に
係
る
助
言
・
勧
告
制
度
の
創
設

要
配
慮
者
利
用
施
設

（
社

会
福

祉
施

設
、学

校
、医

療
施

設
）

※
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
た
も
の
に
限
る

避
難
確
保
計
画

避
難
訓
練

※
「避

難
訓

練
」に

係
る

報
告

を
新

た
に

義
務

付
け

。

助
言
・
勧
告

報
告

市
町
村
長

（
所
有
者
又
は
管
理
者
）
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６ 業務継続計画（BCP）作成について 

○ガイドライン、マニュアル等入手先（厚生労働省 HP）

・自然災害発生時の業務継続ガイドライン等

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17517.html

・感染対策マニュアル・感染症発生時の業務継続ガイドライン等

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html

○感染症対策の研修会の動画及び実地研修の概要

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00008.html 

○障害福祉サービス事業所等における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援に関する研修（動画）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00003.html 

○業務継続計画の策定義務の根拠となる基準条例の条文

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業

等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例（抜粋）

(業務継続計画の策定等) 

第三十四条の二 指定居宅介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介

護の提供を継続的に実施するとともに、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条にお

いて「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行

うものとする。 

※他の障害福祉サービス種別については、この条文を準用して、業務継続計画の策定等について定め

ている。 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設の人員、

設備及び運営の基準等を定める条例 第４７条の２

※条文については、上記とほぼ同じであるため、省略する。（以下同じ）

・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例  第３９条の２

・児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例 第３６条の２
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障害者虐待の防止について 

１ 防止措置 

 令和３年４月の基準条例改正により、虐待防止に関して事業者が行う措置が見直さ

れました。 

 １年間の経過措置が令和３年度で終了し、努力義務とされていた事項が令和４年度

から義務化されました。その内容は次のとおりです。 

また、これらの措置について、運営規程に記載しなければなりません。記載漏れが 

ないか、記載があっても表現が努力義務のままになっていないかを自主点検して、変 

更が必要な場合は、早急に変更し、所管する県民局へ変更届を提出してください。 

 なお、措置に関する具体的手法について、厚生労働省研究事業において次のとおり 

事例集が作成されていますので、参考にしてください。 

２ 通報義務 

  虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合は、市町村に通報しなければなりませ 

ん。各事業所において通報先のリストを作成し、従業者へ周知願います。 

  また、虐待は刑事罰の対象となる可能性がありますので、警察へも通報してください。 

〇虐待行為に対する刑事罰 

①身体的虐待：殺人罪、傷害罪、暴行罪、逮捕監禁罪

②性的虐待：強制わいせつ罪、強制性交等罪、準強制わいせつ罪、準強制性交等罪

③心理的虐待：脅迫罪、強要罪、名誉棄損罪、侮辱罪

④ネグレクト：保護責任者遺棄罪

⑤経済的虐待：窃盗罪、詐欺罪、恐喝罪、横領罪

〇障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 

第１６条 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を 

発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。 

●障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取組事例集

（令和４年３月 PwCコンサルティング合同会社）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakuta

iboushi/tsuuchi.html

①虐待防止委員会の定期的開催と、その結果について従業者へ周知

②従業者に対する虐待防止のための研修の定期的実施

③虐待の防止のための責任者の設置
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令和３年度における施設従事者等による虐待の状況について

  障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、高齢者虐待の防止、

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律及び児童福祉法に基づき、令和３年度におけ

る施設従事者等による虐待の状況等について、次のとおり公表する。 

１ 障害者福祉施設等 

県内の障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の事実確認件数 １１件 

《上記の詳細》 

被
虐
待
者
の
状
況

性 別 ① 女性(１人) ② 男性(１人) ③ 男性(１人)

年齢階級 30～34 歳 10～14 歳 10～14 歳 

障害種別 知的障害 発達障害 発達障害 

虐待の類型 性的虐待 性的虐待 性的虐待 

施設等の種別 就労継続支援Ａ型 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス 

虐待を行った 
従事者等の職 
種 

職業指導員(１人) 児童指導員(１人) 児童指導員(１人) 

虐待に対して 
採った措置 

虐待防止に向けた職員
への研修やアンケート
調査の実施等を指導 

虐待防止に向けた職員
への研修やアンケート
調査の実施等を指導 

虐待防止に向けた職員
への研修やアンケート
調査の実施等を指導 

被
虐
待
者
の
状
況

性 別 ④ 女性(１人) ⑤ 男性(１人) ⑥ 男性(１人)

年齢階級 50～54 歳 25～29 歳 20～24 歳 

障害種別 知的障害 知的障害 知的障害 

虐待の類型 心理的虐待 身体的虐待 
身体的虐待 
心理的虐待 

施設等の種別 就労継続支援Ａ型 就労継続支援Ａ型 共同生活援助 

虐待を行った 
従事者等の職 
種 

管理者(１人) 
サービス管理責任者(１人)
職業指導員(23 人) 
生活支援員(12 人) 

職業指導員(１人) 世話人(１人) 

虐待に対して 
採った措置 

虐待防止に向けた職員への研
修やアンケート調査の実施等
を指導 

虐待が発生した原因
の分析、改善計画の
作成等を指導 

虐待が発生した原因
の分析、改善計画の
作成等を指導 
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被
虐
待
者
の
状
況

性 別 ⑩ 女性(１人) ⑪ 男性(１人)

年齢階級 50～54 歳 50～54 歳 

障害種別 知的障害 知的障害 

虐待の類型 性的虐待 心理的虐待 

施設等の種別 共同生活援助 
障害者支援施設 
生活介護 

虐待を行った 
従事者等の職 
種 

世話人(１人) 生活支援員(１人) 

虐待に対して 
採った措置 

虐待防止に必要な体制整備、
職員研修の実施等を指導 

虐待防止に必要な体制整備、
職員研修の実施等を勧告 

※障害種別には重複がある。

（参考）令和３年度 障害者虐待の通報・届出とその確認の状況   （単位：件） 

障害者福祉施設従

事者等による虐待 
養護者による虐待 計 備  考 

通報・届出件数 ６５ １１８ １８３ 

うち障害者虐待 １１ ４０ ５１ 

区
分
別
内
訳

身体的虐待 ４ １７ ２１ 

性的虐待 ４ ３ ７ 

心理的虐待 ６ １７ ２３ 

放棄・放置 ０ １１ １１ 

経済的虐待 ０ １０ １０ 

※区分別内訳には重複がある。

被
虐
待
者
の
状
況

性 別 ⑦ 
男性(２人） 
女性(３人） 

⑧ 不特定多数 ⑨ 女性(１人）

年齢階級 

45～49 歳 
55～59 歳 
60～64 歳 
65～69 歳 
70～74 歳 

25～29 歳 

障害種別 
身体障害(２人) 
知的障害(５人) 

知的障害 

虐待の類型 
身体的虐待 
心理的虐待 

心理的虐待 
身体的虐待 
心理的虐待 

施設等の種別 生活介護 
共同生活援助 
就労移行支援 
就労継続支援Ｂ型 

共同生活援助 

虐待を行った 
従事者等の職
種 

生活支援員(１人) 

サービス管理責任者
兼世話人(１人)

世話人兼生活支援員(２人) 
職業指導員(１人) 
職業指導員兼調理員(１人) 

世話人(１人) 

虐待に対して 
採った措置 

虐待防止に必要な体
制整備、職員研修の
実施等を指導 

虐待防止に必要な体制整備、
職員研修の実施等を指導 

虐待防止に必要な体
制整備、職員研修の
実施等を指導 
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相談支援専門員研修、サービス管理責任者研修について 

  令和５年度に優先して受講が必要な方は次のとおりです。 

※令和５年度の研修日程は未定です。日程が決まり次第、障害福祉課の HP に掲載し

ます。（https://www.pref.okayama.jp/page/515098.html）

〇 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修 

１  研修未受講者 

  次の研修を全て修了後、２年間の相談支援又は直接支援の実務経験を積み、実践研

修を受講することが必要です。 

（１）相談支援従事者初任者研修の講義部分

（２）サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者基礎研修

２ １の研修を修了後、２年間の相談支援又は直接支援の実務経験を積んだ者 

次の研修を受講することが必要です。 

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者実践研修

※令和３年度までに基礎研修修了者となり、現在サービス管理責任者等して従事（み

なし配置）している方は、基礎研修修了者とった日から３年が経過するまでに実

践研修を修了しなければ、みなし配置終了後、実践研修を修了するまでの間は、

サービス管理責任者等として従事することができなくなります。

※令和３年度の基礎研修修了者が令和５年度の実践研修を受講できなかった場合、

令和６年度の途中でサービス管理責任者等として従事できなくなりますので、ご

注意ください。 

３ 旧研修修了者 

平成 31 年３月 31 日までに旧体系による研修を修了した者は、令和６年３月 31

日まではサービス管理責任者等に従事することができますが、その間に次の研修を

受講することが必要です。 

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者更新研修

※旧研修修了者で更新研修未受講の方が令和５年度の更新研修を受講できなかった

場合、令和６年４月１日からサービス管理責任者等として従事できなくなりますの

で、ご注意ください。 

〇 相談支援専門員研修 

１ 研修未受講者、相談支援専門員の資格を失効している又は失効する者 

相談支援従事者初任者研修 

２ 平成３０年度初任者研修受講者等 

相談支援従事者現任研修 

※受講に係る実務経験要件については、別紙の点線枠内を参照してください。「た

だし」以下のとおり、初任者研修修了後、初回の現任研修の受講にあたっては、

必ず、過去５年間に２年以上の相談支援の実務経験が、申込み時点で必要です。

３ 主任相談支援専門員になる予定の者 

相談支援従事者主任研修 

※地域の相談支援体制において中核的な役割を果たす者を養成する観点から、市町

村からの推薦を受けた者とします。推薦時点で、現任研修修了後３年以上の相談

支援専門員としての従事が必要です。 
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サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
・
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
研
修
の
見
直
し
に
つ
い
て

○
一

定
期

間
毎

の
知

識
や

技
術

の
更

新
を

図
る

と
と

も
に

、
実

践
の

積
み

重
ね

を
行

い
な

が
ら

段
階

的
な

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

を
図

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

研
修

を
基

礎
研

修
、

実
践

研
修

、
更

新
研

修
と

分
け

、
実

践
研

修
・
更

新
研

修
の

受
講

に
当

た
っ

て
は

、
一

定
の

実
務

経
験

の
要

件
(注

)を
設

定
。

※
令

和
元

年
度

か
ら

新
体

系
に

よ
る

研
修

開
始

。
旧

体
系

研
修

受
講

者
は

令
和

５
年

度
末

ま
で

に
更

新
研

修
の

受
講

が
必

要
。

○
分

野
を

超
え

た
連

携
を

図
る

た
め

の
共

通
基

盤
を

構
築

す
る

等
の

観
点

か
ら

、
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

研
修

の
全

分
野

及
び

児
童

発
達

支
援

管
理

責
任

者
研

修
の

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

を
統

一
し

、
共

通
で

実
施

す
る

。
※

共
通

の
知

識
及

び
技

術
に

加
え

て
各

分
野

等
に

お
い

て
必

要
な

知
識

や
技

術
に

つ
い

て
は

、
新

た
に

専
門

コ
ー

ス
別

研
修

を
創

設
し

て
補

完
(予

定
)。

○
こ

の
ほ

か
、

直
接

支
援

業
務

に
よ

る
実

務
要

件
を

1
0
年

⇒
８

年
に

緩
和

す
る

と
と

も
に

、
基

礎
研

修
修

了
時

点
に

お
い

て
、

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
等

の
一

部
業

務
を

可
能

と
す

る
等

の
見

直
し

を
行

う
。

※
新

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

移
行

時
に

配
置

に
関

す
る

実
務

要
件

を
満

た
す

者
等

に
つ

い
て

、
一

定
期

間
、

基
礎

研
修

修
了

後
に

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
等

と
し

て
の

配
置

を
認

め
る

経
過

措
置

。

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
の

配
置

に
関

す
る

実
務

経
験

要
件

児
童

発
達

支
援

管
理

責
任

者
の

配
置

に
関

す
る

実
務

経
験

要
件

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
児

童
発

達
支

援
管

理
責

任
者

と
し

て
配

置

旧

【
改

定
】
基

礎
研

修
相

談
支

援
従

事
者

初
任

者
研

修
講

義
部

分
の

一
部

を
修

了

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
等

研
修

（
統

一
）

を
修

了
（
講

義
・
演

習
:
1
5
h
）

【
新

規
創

設
】

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
等

実
践

研
修

（
1
4
.5

h
）

を
修

了

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
の

配
置

に
関

す
る

実
務

経
験

要
件

児
童

発
達

支
援

管
理

責
任

者
の

配
置

に
関

す
る

実
務

経
験

要
件

【
一

部
緩

和
】

※
配

置
に

関
す

る
実

務
経

験
要

件
を

満
た

す
予

定
の

日
の

２
年

前
か

ら
、

基
礎

研
修

受
講

可

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
児

童
発

達
支

援
管

理
責

任
者

と
し

て
配

置

新

【
新

規
創

設
】

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
等

更
新

研
修

（
1
3
h
）

※
５

年
の

間
毎

に
１

度
修

了

Ｏ
Ｊ

Ｔ
一

部
業

務
可

能

【
新

規
創

設
】

専
門

コ
ー

ス
別

研
修

(注
)一

定
の

実
務

経
験

の
要

件
・
実

践
研

修
：
過

去
５

年
間

に
２

年
以

上
の

相
談

支
援

又
は

直
接

支
援

業
務

の
実

務
経

験
が

あ
る

・
更

新
研

修
：
①

過
去

５
年

間
に

２
年

以
上

の
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

等
・
管

理
者

・
相

談
支

援
専

門
員

の
実

務
経

験
が

あ
る

又
は

②
現

に
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

等
と

し
て

従
事

し
て

い
る

相
談

支
援

従
事

者
初

任
者

研
修

講
義

部
分

の
一

部
を

修
了

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
等

研
修

共
通

講
義

及
び

分
野

別
演

習
を

受
講

（
１

９
ｈ

）
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サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
・
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
の
配
置
要
件
と
研
修
受
講
要
件

基 礎 研 修
更

新
研

修

1
2

3
4

1
2

実
務

経
験

を
満

た
す

予
定

の
日

ま
で

２
年

以
内

前
か

ら
受

講
可

実 践 研 修

1
2基

礎
研

修
修

了
日

以
後

、
実

践
研

修
受

講
開

始
日

前
の

５
年

間
に

通
算

２
年

以
上

、
一

定
の

サ
ビ

管
・

児
発

管
の

業
務

を
行

っ
た

場
合

受
講

可

更
新

研
修

1
2

実
践

研
修

修
了

の
翌

年
度

か
ら

５
年

間
の

間
に

１
度

修
了

(繰
り

返
し

修
了

す
る

こ
と

が
必

要
)

…

現
任

者
も

し
く

は
５

年
間

の
間

に
２

年
以

上
の

実
務

経
験

で
受

講
可

(サ
ビ

管
・

管
理

者
・

相
談

支
援

専
門

員
)

[
B

]
実

務
経

験
を

修
了

し
、

修
了

証
の

交
付

を
受

け
た

日

[
A

]
実

務
経

験
を

満
た

す
日

【
配

置
要

件
】

・
[
A

]
+

[
B

]
で

サ
ビ

管
・

児
発

管
と

し
て

配
置

可
。

・
そ

の
上

で
、

更
新

研
修

を
修

了
す

る
こ

と
。

5
5
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サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
等

の
研

修
見

直
し

に
伴

う
経

過
措

置
及

び
配

置
時

の
取

扱
い

の
緩

和
等

に
つ

い
て

サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 等

更 新 研 修

※ 実 践 研 修 修 了 年 度

の 翌 年 度 か ら ５ 年 間 の

間 に １ 度 毎 修 了 の 必 要

配
置

時
の

取
扱

い
の

緩
和

等
に

つ
い

て

相 談 支 援 従 事 者

初 任 者 研 修

講 義 部 分

サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 等

基 礎 研 修

講 義 ・ 演 習

サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 等

実 践 研 修

講 義 ・ 演 習

入 職 入 職

＜
配

置
に

関
す

る
実

務
経

験
要

件
＞

相
談

支
援

業
務

５
年

（
有

資
格

者
の

場
合

は
３

年
）
以

上
も

し
く
は

直
接

支
援

業
務

８
年

以
上

＜
受

講
対

象
＞

相
談

支
援

業
務

３
年

以
上

（
有

資
格

者
の

場
合

は
１

年
）
以

上
も

し
く
は

直
接

支
援

業
務

６
年

以
上

基
礎

研
修

修
了

後
2
年

以
上

の
実

務

基
礎

研
修

修
了

後
３

年
間

で
２

年
以

上
の

実
務

※
基

礎
研

修
修

了
後

に
配

置
に

関
す

る
実

務
要

件
を

満
た

し
た

場
合

を
含

む
。

経
過

措
置

に
つ

い
て

①
旧

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

の
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

等
研

修
を

修
了

済
み

の
者

に
つ

い
て

②
基

礎
研

修
受

講
時

点
で

実
務

要
件

を
満

た
し

て
い

る
者

に
つ

い
て

※
Ｈ

３
１

(Ｒ
１

)年
度

～
Ｒ

３
年

度
の

基
礎

研
修

受
講

者
に

限
るサ ー ビ ス 管 理

責 任 者 等 研 修

（ 旧 体 系 ）

修 了

配
置

に
関

す
る

実
務

要
件

を
満

た
し

て
い

る
場

合
は

、
基

礎
研

修
修

了
日

後
３

年
間

は
、

実
践

研
修

を
修

了
し

て
い

な
く
て

も
、

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
等

と
み

な
す

。

相 談 支 援 従 事 者

初 任 者 研 修

講 義 部 分

サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 等

基 礎 研 修

講 義 ・ 演 習

サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 等

実 践 研 修

講 義 ・ 演 習

サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 等

更 新 研 修

※ 実 践 研 修 修 了 年 度

の 翌 年 度 か ら ５ 年 間 の

間 に １ 度 毎 修 了 の 必 要


既

に
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

等
が

１
名

配
置

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
２

人
目

の
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

等
と

し
て

は
配

置
可

能
。


個

別
支

援
計

画
原

案
の

作
成

が
可

能
で

あ
る

こ
と

を
明

確
化

。

サ ー ビ ス 管 理 責 任

者 等 更 新 研 修

※ 初 回 の 更 新 研 修 修 了

年 度 の 翌 年 度 か ら ５ 年

間 の 間 に １ 度 毎 修 了 の

必 要

H
3
1
.4

～
（
新

体
系

移
行

）

施
行

後
５

年
間

（
Ｒ

５
年

度
末

ま
で

）
は

、
更

新
研

修
修

了
前

で
も

引
き

続
き

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
等

と
し

て
業

務
可

能
。
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○
意

思
決

定
支

援
へ

の
配

慮
、

高
齢

障
害

者
へ

の
対

応
や

サ
ー

ビ
ス

等
利

用
計

画
の

質
の

向
上

、
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
支

給
決

定
の

適
正

化
等

を
図

り
、

質
の

高
い

ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
を

含
む

地
域

を
基

盤
と

し
た

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
ク

を
実

践
で

き
る

相
談

支
援

専
門

員
を

養
成

す
る

た
め

、
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
の

内
容

を
現

行
よ

り
充

実
さ

せ
る

改

定
を

行
う

。

○
実

践
力

の
高

い
相

談
支

援
専

門
員

養
成

の
た

め
に

、
実

践
の

積
み

重
ね

を
行

い
な

が
ら

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

で
き

る
よ

う
、

現
任

研
修

の
受

講
に

あ
た

り
、

相
談

支
援

に
関

す

る
一

定
の

実
務

経
験

の
要

件
(※

１
)を

追
加
。

（※
経

過
措

置
：

旧
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
修

了
者

の
初

回
の

受
講

時
は

従
前

の
例

に
よ

る
。

）

○
さ

ら
に

、
地

域
づ

く
り

、
人

材
育

成
、

困
難

事
例

へ
の

対
応

な
ど

地
域

の
中

核
的

な
役

割
を

担
う

専
門

職
を

育
成

す
る

と
と

も
に

、
相

談
支

援
専

門
員

の
キ

ャ
リ

ア
パ

ス
を

明
確

に
し

、
目

指
す

べ
き

将
来

像
及

び
や

り
が

い
を

も
っ

て
長

期
に

働
け

る
環

境
を

整
え

る
た

め
、

主
任

相
談

支
援

専
門

員
研

修
を

創
設

。

相
談

支
援

専
門

員
と

し
て

の
配

置
要

件

相
談

支
援

専
門

員
と

し
て

の
配

置
要

件

実
務

経
験

要
件

相
談

支
援

専
門

員
配

置
要

件
更

新

引
き

続
き

相
談

支
援

専
門

員
と

し
て

配
置

可

相
談
支
援
専
門
員
の
研
修
制
度
等
の
見
直
し
に
つ
い
て

実
務

経
験

要
件

研
修

修
了

要
件

初
任

者
研

修
(3

1
.5

h
)

５
年

毎
に

現
任

研
修

を
修

了

相
談

支
援

従
事

者
現

任
研

(1
8
h
)

研
修

修
了

要
件

初
任

者
研

修
【
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
改

定
(4

2
.5

h
)】

専
門

コ
ー

ス
別

研
修

（
任

意
研

修
）

専
門

コ
ー

ス
別

研
修

（
任

意
研

修
）

※
今

後
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
改

定
や

一
部

必
須

化
及

び
主

任
研

修
受

講
の

要
件

化
に

つ
い

て
検

討

旧

相
談

支
援

専
門

員
と

し
て

配
置

可

R2
.4
.1
～

主
任

相
談

支
援

専
門

員
研

修
(3

0h
)

【
研

修
創

設
】

主
任

相
談

支
援

専
門

員
と

し
て

配
置

可

５
年

毎
に

現
任

研
修

を
修

了
【
現

任
研

修
受

講
に

係
る

実
務

経
験

要
件

を
新

設
※

１
】

相
談

支
援

従
事

者
現

任
研

修
【
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
改

定
(2

4h
)】

相
談

支
援

専
門

員
と

し
て

配
置

可

相
談

支
援

専
門

員
と

し
て

の
配

置
要

件
更

新

※
１

現
任

研
修

受
講

に
係

る
実

務
経

験
要

件

①
過

去
５

年
間

に
２

年
以

上
の

相
談

支
援

の
実

務
経

験
が

あ
る

。
②

現
に

相
談

支
援

業
務

に
従

事
し

て
い

る
。

た
だ

し
、

初
任

者
研

修
修

了
後

、
初

回
の

現
任

研
修

の
受

講
に

あ
た

っ
て

は
、

必
ず

①
の

要
件

を
満

た
す

必
要

が
あ

る
。

３
年

以
上

の
実

務
経

験

※
主

任
研

修
を

修
了

し
た

場
合

、
現

任
研

修
を

修
了

し
た

も
の

と
み

な
す

。
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サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
研
修
制
度
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部

障
害
福
祉
課

地
域
生
活
支
援
推
進
室

社
会
保
障
審
議
会
障
害
者
部
会

第
1
35
回
(
R
5.
2
.2
7
)

資
料
５
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○
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
（
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
質
の
確
保
を
図
る
べ
き
と
の
声
と
、

人
員
確
保
の
た
め
実
務
経
験
の
緩
和
を
求
め
る
声
が
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
平
成
2
7
年
度
よ
り
３
カ
年
で
実
施
し
た
厚
生
労
働
科

学
研
究
に
お
い
て
検
討
を
行
い
、
令
和
元
年
度
か
ら
研
修
体
系
を
見
直
し
。

○
従
来
、
実
務
経
験
要
件
を
満
た
す
者
は
研
修
修
了
後
に
直
ち
に
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
と
し
て
配
置
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
こ

ろ
、
新
た
な
研
修
体
系
で
は
、
入
口
の
研
修
で
あ
る
基
礎
研
修
修
了
後
、
２
年
間
の
実
務
経
験
（
O
JT
）
を
経
た
上
で
実
践
研
修
の
修

了
を
要
す
る
仕
組
み
と
し
、
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
と
し
て
の
養
成
開
始
か
ら
２
年
以
上
を
要
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

※
令
和
元
年
度
以
降
の
基
礎
研
修
修
了
者
が
実
践
研
修
を
修
了
す
る
ま
で
の
間
の
経
過
措
置
と
し
て
、
令
和
３
年
度
ま
で
は
基
礎
研
修
修
了
者
を
３
年
間

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
と
み
な
す
措
置
あ
り
。

○
こ
の
研
修
体
系
の
見
直
し
に
つ
い
て
、
一
部
の
事
業
者
か
ら
、
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
を
直
ち
に
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
と
な

り
、
支
障
が
生
じ
て
い
る
と
の
声
が
あ
る
。
ま
た
、
令
和
元
年
度
以
降
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
り
、
都
道
府
県
が
研

修
を
延
期
・
中
止
、
規
模
を
縮
小
し
て
の
実
施
と
せ
ざ
る
を
得
ず
、
十
分
に
研
修
が
実
施
で
き
て
い
な
い
と
い
っ
た
地
域
も
あ
り
、

事
業
者
や
自
治
体
か
ら
令
和
３
年
度
ま
で
設
け
て
い
た
上
記
経
過
措
置
の
継
続
や
研
修
体
系
の
見
直
し
の
要
望
が
で
て
い
る
。

※
現
行
制
度
上
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
が
欠
如
し
た
場
合
、
実
務
経
験
要
件
を
満
た
す
者
が
い
る
場
合
は
、
そ
の
者
を

１
年
間
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
と
み
な
し
て
配
置
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、
養
成
に
２
年
以
上
を
要
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
該
期
間

中
に
代
替
の
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
を
確
保
で
き
ず
、
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
に
係
る
人
員
欠
如
減
算
が
適
用
さ
れ
、
運
営
が
困
難
と
な
る
事
業
所

が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。

現
状
及
び
課
題

2

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
・児

童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
研
修
に
つ
い
て
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サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
・
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
研
修
の
対
応
に
つ
い
て

○
令
和
元
年
度
か
ら
の
新
た
な
研
修
体
系
を
前
提
と
し
た
上
で
、
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
の
質
の
確
保
を
維
持
し
つ
つ
、
あ
わ
せ
て

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
の
人
材
確
保
を
図
る
観
点
か
ら
、
以
下
の
対
応
を
行
う
。

（
実
務
経
験
（
O
JT
）
）

基
礎
研
修
修
了
後
に
実
践
研
修
を
受
講
す
る
た
め
に
必
要
な
実
務
経
験
（
O
JT
２
年
以
上
）

（
※
1
）
に
つ
い
て
、
基
礎
研
修
受
講
開

始
時
に
お
い
て
既
に
実
務
経
験
者

（
※
2
）
で
あ
る
者
が
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
個
別
支
援
計
画
の
作
成
の
一
連
の
業
務

（
※
3
）
に

従
事
す
る
場
合
は
、
「
６
ヶ
月
以
上
」
と
す
る
。

※
1

現
行
の
実
務
経
験
（
O
JT
）
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
以
外
の
施
設
等
で
の
障
害
児
者
へ
の
支
援
業
務
も
算
定
可
能
。

※
2

相
談
支
援
業
務
又
は
直
接
支
援
業
務
に
３
～
８
年
従
事
し
て
い
る
者
。

※
3

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
が
配
置
さ
れ
て
い
る
事
業
所
に
お
い
て
、
基
礎
研
修
修
了
者
が
個
別
支
援
計
画
の
原
案
の
作
成
ま
で
の
一
連
の
業
務
に
従

事
す
る
場
合
や
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
み
な
し
配
置
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
と
し
て
個
別
支
援
計
画
の
作
成
の
一
連
の
業
務
に
従
事

す
る
場
合
を
想
定
。

（
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
る
措
置
）

や
む
を
得
な
い
事
由

（
※
）
に
よ
り
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
が
欠
如
し
た
場
合
、
欠
如
後
１
年
間
は
研
修
の
修
了
状
況
に
関
わ
ら

ず
、
実
務
経
験
要
件
を
満
た
す
者
を
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
と
み
な
し
て
配
置
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
て
い
る
従
来
の
措
置
に
加

え
、
基
礎
研
修
修
了
者
に
つ
い
て
は
、
個
別
支
援
計
画
の
作
成
に
関
し
て
一
定
の
知
識
・
技
能
等
を
習
得
し
て
い
る
こ
と
、
事
業
所

内
で
の
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
の
養
成
を
進
め
る
観
点
か
ら
、
以
下
の
い
ず
れ
の
要
件
も
満
た
す
者
に
つ
い
て
、
当
該
者
が
実
践

研
修
を
修
了
す
る
ま
で
の
間
に
限
り
、
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
と
み
な
し
て
配
置
可
能
（
最
長
２
年
間
）
と
す
る
。

・
実
務
経
験
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と

・
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
の
欠
如
す
る
以
前
か
ら
当
該
事
業
所
に
配
置
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
欠
如
時
に
既
に
基

礎
研
修
を
修
了
し
て
お
り
、
実
践
研
修
の
受
講
に
向
け
た
O
JT
を
実
施
中
で
あ
る
者

※
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
に
つ
い
て
、
「
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
が
退
職
、
病
休
な
ど
事
業
者
の
責
に
帰
さ
な
い
事
由
に
よ
り
欠
如
し
た
場
合
で

あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
事
業
所
に
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
を
直
ち
に
配
置
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
」
で
あ
る
旨
を
周
知
徹
底
し
、
自
治
体
に
お
け
る

適
切
な
運
用
を
図
る
。

○
な
お
、
今
回
の
研
修
体
系
の
見
直
し
の
影
響
等
に
つ
い
て
は
、
調
査
研
究
を
実
施
し
て
実
態
を
把
握
・
検
証
す
る
。

ま
た
、
各
都
道
府
県
に
対
し
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
の
養
成
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
で
き
る
限
り
希
望
者
が
研
修
を
受
講

で
き
る
よ
う
研
修
の
実
施
を
促
す
と
と
も
に
、
具
体
的
な
配
置
が
決
定
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
を
優
先
的
に
受
講
対
象
と

す
る
こ
と
な
ど
を
含
め
周
知
徹
底
す
る
。

対
応
（
案
）

3
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サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
・
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
研
修
の
対
応
に
つ
い
て

基
礎
研
修

（2
6h
）

修
了

実
践
研
修

（
1
4
.5
h
）

修
了

実
務
経
験

Ｏ
Ｊ
Ｔ
①

(2
年
以
上
）

○
実
践
研
修
受
講
要
件
と
し
て
の
実
務
経
験
（
O
J
T
）に
つ
い
て
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
に
お
い
て
、
実
務
経
験
要
件
を
満
た
し
た
基
礎
研
修
修
了
者
が
以
下

の
業
務
に
従
事
す
る
場
合
は
「６
月
以
上
」の

期
間
で
実
践
研
修
の
受
講
を
可
能
と
す
る

・
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
が
配
置
さ
れ
て
い
る
事
業
所
に
お
い
て
、
個
別
支
援
計
画
の
原
案
の
作
成
ま
で
の
一
連
の
業
務
を
行
う
場
合

・
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
を
欠
い
て
い
る
事
業
所
に
お
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
と
み
な
し
て
従
事
し
、
個
別
支
援
計
画
の
作

成
の
一
連
の
業
務
を
行
う
場
合

実
務
経
験
要
件

研
修
修
了
要
件

や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
る
人
員
の
欠
如
時
以
降
、

１
年
間
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
と
み
な
し
て
従
事
可
能

以
下
の
い
ず
れ
の
要
件
も
満
た
す
者
に
つ
い
て
、
実
践
研
修
修
了
時

ま
で
（
最
長
２
年
間
）
サ
ビ
管
等
と
み
な
し
て
従
事
可
能
【新
規
】

・
実
務
経
験
要
件
を
満
た
す
者

・
サ
ビ
管
等
の
欠
如
以
前
か
ら
当
該
事
業
所
に
配
置
さ
れ
て
い
る
者

で
、
か
つ
、
欠
如
時
に
既
に
基
礎
研
修
を
修
了
し
て
い
る
者

例
外
的
な
措
置
（や

む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
が
欠
い
て
い
る
場
合
）

サ
ー
ビ
ス
管
理

責
任
者
等
の

正
規
配
置

（
５
年
毎
に
要
更

新
）

相
談
支
援
業
務

又
は

直
接
支
援
業
務

３
～
８
年

配
置
要
件
（原

則
）

実
務
経
験
要
件

実
務
経
験

相
談
支
援
業
務

又
は

直
接
支
援
業
務

３
～
８
年

基
礎
研
修
（2
6h
）を
修
了

研
修
修
了
要
件

期
間
経
過
後
、
継
続
し
て
サ
ー

ビ
ス
管
理
責
任
者
等
と
し
て
配

置
す
る
に
は
、
上
記
配
置
要
件

に
お
け
る
研
修
修
了
要
件
を

満
た
す
必
要
あ
り

実
践
研
修

（1
4.
5h
）

修
了

Ｏ
Ｊ
Ｔ
②

（
個
別
支
援
計
画
作
成
）

(６
月
以
上
）
【
新
規
】

配
置
要
件
（例

外
）

○
実
務
経
験
要
件
を
満
た
し
、
人
員
の
欠
如
時
に
既
に
基
礎
研
修
修
了
者
で
あ
る
者
を
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
と
み
な
し
て
配
置
す
る
場
合
は
、
実
践
研
修
修
了
時
ま

で
み
な
し
配
置
を
可
能
と
す
る
（最

長
２
年
間
）。

基
礎
研
修

（
26
h
）

修
了

※
基
礎
研
修
受
講
時
に
実
務
経
験
要
件
（３
～
８
年
）
を
満
た
し
て
い
る
者
に
限
る
。

み
な
し
で
の
従
事
に
つ
い
て
も
、
実
践
研
修
の
受
講
に

係
る
実
務
経
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図
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○障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (平成 25 年法律第 65

号) 第 11 条第 1 項の規定に基づく事業者の対応指針である「障害者差別

解消法福祉事業者向けガイドライン」 (平成 28 年 1 月厚生労働大臣決定)

を定められており、事業者に求められる合理的配慮の具体的事例を示して

いる。

この対応指針（ガイドライン）は、障害者差別解消法の一部改正（令和 3

年 6 月公布）に伴い、今後見直される予定。

○引き続き、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、 

相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて周知・

啓発に御協力いただくようお願いしたい。

◎福祉事業者向けガイドラインの掲載ホームページ

   厚生労働省における障害を理由とする差別の解消の推進 検索 
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新型コロナウイルス感染症に関する対応について 

１  県指導監査室又は厚生労働省ホームページに掲載している新型コロナウイルス感染症

に関する最新の情報等をご確認の上、引き続き感染防止対策に取り組んでいただきます

ようお願いします。 

（１）県指導監査室：社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について 

  https://www.pref.okayama.jp/page/647436.html 

（２）厚生労働省：新型コロナウイルス感染症について 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

２ 令和５年２月 13 日現在、障害福祉サービス等に係る主な通知等は次のとおりです。 

（１）県通知等 

・新型コロナウイルス感染が疑われる者又は感染した者が発生した場合の対応につい

て（令和３年 11 月 26 日付け岡山県保健福祉部保健福祉課指導監査室長事務連絡）

※別紙１～６に、訪問、通所、入所系ごとに疑い時、発生時の２種類の対応をまとめ

ています。

※施設・事業所等で新型コロナウイルス感染症の陽性者、又は感染が疑われる者が発

生した場合には、所管県民局への事故報告書の提出をお願いします。

・社会福祉施設等における引き続きの感染防止策の徹底について

（令和２年５月 29 日第１報～令和５年２月 13 日第 45 報）

（２）厚生労働省通知等 

・新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的

な取扱いについて（令和２年２月 17 日第１報～令和３年７月２日第 15 報）

・新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について

（令和２年２月 20 日第１報～令和３年４月 23 日第９報）

３ 別紙資料として、普段の業務の確認に使用できるチェックシートを掲載しております

ので御確認いただき、日々の感染対策の取組状況の確認に御活用ください。 

  また、岡山県クラスター対策班専門家による、新型コロナウイルス感染予防研修会等の

動画が掲載されている新型コロナウイルス感染症対策室ホームページにつきましても、

併せて御確認いただきますようお願いします。 

【岡山県クラスター対策班専門家による新型コロナウイルス感染症関連動画】 

  https://www.pref.okayama.jp/page/694501.html 
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施設・事業所平面図（保健所等への提供用）

感染症発生時の意思決定者及び担当者を決定し、従事者に周知してい
る。
意思決定者：
担　当　者：
施設・事業所における感染拡大防止に向けた取組方針の再検討や感染
拡大防止に向けた取組の徹底を行っている。
施設・事業所入り口、トイレ等に消毒用アルコールを設置し、手指の
消毒の徹底を呼び掛けている。
マスク、消毒液、手袋、ゴーグル、ガウン等が３日分以上確保できて
いる。
衛生用品の保管場所がグリーンゾーンにあり、従事者が保管場所を把
握している。
当該施設・事業所における指針に基づいた研修プログラムを作成し、
定期的な研修を行っている。

感染症発生時への備え

保健所等の連絡先

従事者に陽性者が複数発生した場合に備え、同一法人内で応援職員の
派遣等を検討している。従事者の確保体制 介護保険関連団体協議会等を中心とした応援スキームを把握してい
る。（該当施設・事業所のみ）

電話やオンライン面会等を可能な限り活用しながら、直接面会する場
合には、マスクの着用や手洗い、パーテーションの設置など感染防止
対策を厳重に徹底している。

面会者に体温を計測してもらい、発熱が認められる場合や頭痛等の新
型コロナウイルス感染を疑う症状など、体調に不調を感じる場合には
面会を断っている。

衛生用品の確保

研修及び訓練の実施
ゾーニングの
シミュレーション

実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応についての訓練
を定期的に行っている。

従事者が、感染が疑われる者が発生した場合の連絡先を把握してい
る。または連絡先を従事者がわかる場所に掲示している。
所管保健所：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
受診相談センター：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
＜PCR検査が確定した場合＞
指定権者：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

利用者のケア記録（体温、症状等が確認できるもの）

施設・事業所内に出入りした者が確認できるもの（面会簿等）

陽性者と接触があった者が確認できるリスト

休憩時・食事時
の対策

感染者発生時に必要な
記録等の確認

直近の勤務体制が分かるもの（勤務表等）

面会について

人との距離について、十分な距離をとり、向かい合わせとならないよ
うな座席の配置としている。
食事中の会話は控え目にし、会話をする際にはマスクを着用してい
る。

施設・事業所における感染防止対策に向けた取組（平時からの備え）

全体を統括する責任者
の決定

取組方針

消毒用アルコールの設
置

施設・事業所内の清
掃・消毒 従事者及び利用者が日常的に触れる、共用部（手すり、ドアノブ等）

の消毒を行っている。

施設・事業所内をこまめに清掃し、感染性廃棄物については廃棄後の
接触を防ぐためビニール袋に密閉するなどして、蓋つきのゴミ箱に廃
棄している。

日 確認者

新型コロナウイルス感染症対応状況チェックシート（BCP項目等）

項目 確認事項 特記事項

確認日 令和 年 月

新型コロナウイルス感染症対応状況チェックシート（Ｅｘｃｅｌ版）掲載ページ

https://www.pref.okayama.jp/page/754863.html 65
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項目 確認事項 特記事項

むせやすい利用者へのサービス提供の場合にはマスクに加え、フェイ
スガード、ゴーグル等の感染防護具を使用している。

食事で使用したテーブル等の消毒を毎食後に必ず行っている。

共有のタオルは使用せず、ペーパータオル等を使用している。

施設・事業所内での不織布マスクの着用を徹底している。

マスクの着用 飲食する時などマスクを外す場合は他の従事者と一定の距離を保ち、
向かい合わせにならないよう１つずつ席をずらす等の対応を行ってい
る。

手洗い・手指消毒の徹
底

流水下における液体石けん等での十分な手洗いを行っている。

施設・事業所入り口、トイレ等に消毒用アルコールを設置し、出勤時
や手洗い後、ケア提供のたびにその前後に手指消毒を行っている。

従事者への対応
出勤前に体温を計測し、発熱等の症状がある場合には出勤しないよう
徹底している。従事者及び従事者家族

の健康状態の把握 従事者の家族が発熱した場合の対応等について、あらかじめ施設・事
業所内で検討を行い、対応方法について周知している。

新型コロナウイルス感染症対応状況チェックシート（感染対策マニュアル等）

確認日 令和 年 月 日 確認者

２方向の窓や扉を開け、数分程度の換気を１時間に２回以上行ってい
る。

ケアの場面での対応

利用者の健康状態の把
握

日頃から利用者の検温等による健康状態の確認を行い、健康状態の把
握を行っている。

換気の実施
冷暖房使用時も部屋の換気を行っている。

リハビリテーション及
びレクリエーション等
の実施時

利用者同士の距離について、互いに手を伸ばしたら手が届く範囲以上
の距離を保ち、対面にならないよう椅子等を配置している。

声を出す機会を最小限にすることや、声を出す際にはマスクを着用し
ている。

可能な限り同じ時間帯、同じ場所での実施人数を減らし、人が密に集
まって過ごすことを避ける等の対応を行っている。

対応マニュアル等の周
知

国が作成した「介護現場における感染対策の手引き第2版」や県が作成
した「新型コロナウイルス感染が疑われる者又は感染した者が発生し
た場合の対応について」の内容を確認し、従事者全員に周知してい
る。

排泄物に直接触れない場合でも使い捨て手袋、エプロン（またはガウ
ン）を着用して行っている。
使い捨て手袋、エプロン等は１ケアごとに取り替え、手袋を外した都
度、手洗い、手指消毒を行っている。
使用済みおむつ等の廃棄物の処理に当たっては、感染防止対策を講じ
ている。

感染（の疑いがある）者が発生した場合の初動対応について、マニュ
アル等を作成し従事者に周知している。
感染（の疑いがある）者が発生した場合に、施設・事業所内で情報共
有が図れるよう、報告先を周知している。

排泄介助

食事の介助

食事の前には必ず、利用者、従事者ともに手洗い、手指消毒を行い、
座席の配置は密を避けるように配置している。

介助は原則１名ずつ行い、やむを得ず他の利用者の介助が必要になっ
た場合には、使い捨て手袋の交換や手洗い、手指消毒を行っている。

感染（の疑いがある）者が発生した場合の対応

初動対応

情報共有・報告等
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事 務 連 絡 

令和５年１月２０日 

 障害保健福祉 

各       児 童 福 祉 主管部（局）御中 

     母 子 保 健 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

 厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 家 庭 福 祉 課 

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 母 子 保 健 課 

障害福祉サービス事業者における障害者の希望を踏まえた適切な支援の徹底等について 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号。

以下「法」という。）第42条においては、指定障害福祉サービス事業者等の責務として、障害

者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援

に配慮するよう努めなければならないこと及び障害者等の人格を尊重し、障害者等のため忠

実にその職務を遂行しなければならないことが定められている。 

今般、北海道内の共同生活援助事業所の利用者が不妊処置を受けていた事案について報道

がなされ、現在、関係自治体において事実関係の確認が行われている状況であるが、一般論と

して、事業者が、障害福祉サービス等の利用の条件として避妊処置等を求めることや、利用者

に対し避妊処置等を強要することは、当該責務規定に違反するものであり、また、「全ての国

民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重

されるものである」という法の基本理念を踏まえれば、障害があることを理由に子どもを産み

育てられないものとして支援することはあってはならないものである。 

各都道府県及び市町村におかれては、管内事業者に対し、上記について周知徹底するととも

に、改めて、障害者等の意思及び人格を尊重して、常に障害者等の立場に立ったサービスの提

供に努めなければならないことを周知徹底するようお願いする。 

また、上記に関する責務規定違反に該当する又は疑われる事案を把握している場合及び今

後把握した場合には、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室

宛に速やかに御報告をいただくとともに、必要な事実確認及び指導監査の徹底についてお願

いする。 

あわせて、障害者の生活とその子どもの養育を支えるためには、地域において、障害者の希

望を踏まえて、障害福祉、母子保健、保育、社会的養護などの関係機関の連携の下、適切な支

援が行われることが重要である。また、結婚、出産、子育てを含め、障害者がどのようなくら

しを送るかは、本人が決めることが前提であり、その意思決定を丁寧に支えることが重要であ

る。 

各都道府県及び市町村におかれては、障害者が希望する地域生活の支援及びその子どもの

養育を支えるため、下記の点に取り組み、障害保健福祉部局や母子保健部局及び児童福祉部局

における各種施策の連携体制の確保・充実が図られるよう、お願いする。 

記 

都道府県 

市町村 
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（本人の希望の実現に向けた意思決定支援や必要な支援の提供） 

１ 障害保健福祉部局においては、障害福祉サービス事業者や相談支援事業者に対し、本人の

生活の希望を丁寧に把握することや本人の自己決定を尊重しつつ意思決定の支援に配慮す

ることについて改めて周知徹底を図ること。 

 また、障害福祉サービス事業者や相談支援事業者において、支援方針等について丁寧に検

討し、関係機関の連携の下、本人の希望の実現に向けた支援が進められるよう、周知徹底を

図るとともに、資源の開発や連携の強化を含めた、地域の支援体制の構築を進めること。 

 都道府県におかれては、サービス管理責任者や相談支援専門員等に向けた「障害福祉サー

ビス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」を活用した研修の実施を推進する等によ

り、障害福祉サービス事業者や相談支援事業者における障害者の意思決定支援の取組みを

推進すること。 

（障害福祉と子育て支援や母子保健施策との連携体制の構築） 

２ 障害者の生活の希望や状況を踏まえ、必要に応じて、障害者の在宅生活を支える各種障害

福祉サービスに加え、子育て世代包括支援センターや子ども家庭総合支援拠点、児童相談

所、性と健康の相談センター等の母子保健施策等の相談窓口に障害者がつながり、必要な

支援が確実に行われるよう、障害保健福祉部局は、母子保健部局及び児童福祉部局と連携

し、障害福祉サービス事業者や相談支援事業者に対し、これら相談窓口や支援施策を周知

するとともに、日頃からの連携体制の構築を図ること。 

なお、相談支援事業者が計画相談支援を実施する際、上記に掲げる関係機関等と連携し

てサービス等利用計画を作成した場合に医療・保育・教育機関等連携加算を算定すること

が可能である。 

（子どもの養育を支えるための支援等） 

３ 障害福祉サービスの利用者が妊娠し、各種支援が必要な場合においては、関係者による個

別ケース検討会議等を開催するなどにより、その支援方策を丁寧に検討し、障害保健福祉部

局、母子保健部局及び児童福祉部局の連携の下、障害福祉サービス、相談支援、母子保健や

子育て支援施策等を最大限活用し、障害者やその子どもの養育を支えるための必要な支援

を行うこと。 

 具体的には、児童福祉部局においては、障害保健福祉部局と連携しつつ、乳児家庭全戸訪

問事業（こんにちは赤ちゃん事業）、養育支援訪問事業等の事業や各種子育て支援施策につ

いて、障害福祉サービス事業者や相談支援事業者、障害者及びその家族に対する周知や理解

促進に取り組むこと。 

また、障害者を含め、支援を要する家庭に対しては、引き続き、適切な支援を行うこと

とし、妊娠した障害福祉サービス利用者の状況に応じ、必要な場合には、要保護児童対策

地域協議会の下で支援を実施するほか、児童相談所とも認識共有を図りつつ対応するこ

と。また、妊娠中の者に対しては、必要に応じて、産前産後母子支援事業等活用できる事

業の案内等を行うこと。 

さらに、出産後、特に支援が必要と認められる母子については、児童福祉部局は、母子

生活支援施設の利用勧奨を行う等により、母子の保護を行うことを検討するほか、自ら子

どもを育てることが困難な状況に陥っている場合は、子ども家庭総合支援拠点や児童相談

所と連携して状況の把握や支援方針の検討を行った上で、必要な場合は、児童相談所長の

判断により、児童福祉法第33条第1項の規定による一時保護や同法第27条第１項第３号

の規定による措置を行うことも含めて検討すること。 
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【担当】 

○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

障害福祉課地域生活支援推進室

〒100－8916東京都千代田区霞が関1-2-2

電 話：03-5253-1111（内線）3045,3149 

mail:chiiki-ikou@mhlw.go.jp 

○厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課

電 話：03-5253-1111（内線）4867 

mail: kateihukushi@mhlw.go.jp

○厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課

虐待防止対策推進室

電 話：03-5253-1111（内線）4895,4870 

mail: jidounetwork@mhlw.go.jp 

○厚生労働省子ども家庭局母子保健課

電 話：03-3595-2544 

mail:boshihoken-1@mhlw.go.jp 
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指 第 ４７０ 号 

令和５年３月２日 

各障害福祉サービス事業所等 管理者 殿 

岡山県保健福祉部保健福祉課指導監査室長 

前年度等実績に基づく基本報酬及び加算の取扱いについて 

前年度又は前年度末日等の実績に応じて基本報酬の算定区分や加算単位数が決まるサービスについて、令

和５年４月から算定を行う場合は、前年度等実績に基づく見直しを行った上、次により必要な書類を提出し

てください。 

記 

１ 対象となる加算等 

別紙のとおり 

２ 留意事項 

・ 新たに加算を算定する場合は、「新規」の届出を行ってください。

・ 現在、上記１の加算等を算定している各事業所・施設が、前年度等の実績により見直しを行った結

果、４月以降も報酬区分・加算区分に変更がない場合には、届出は不要です。その場合でも、自主点

検の際に作成した書類（下記３の③及び④の書類）については、必ず保存しておいてください。

・ 前年度等の実績により、報酬区分・加算区分が変更となる場合又は算定単位数が変更となる場合（夜

間支援等体制加算Ⅰ・Ⅱ（Ⅳ～Ⅵは共同生活援助のみ）。共同生活援助にあっては共同生活住居ごとに

確認）は、「変更」の届出を行ってください。

・ 前年度等の実績により、加算が算定できなくなった場合、速やかに体制届出書（下記３の①及び②

の書類）により届け出てください。

・ 加算算定の検討に当たっては、「人員配置見直しに係る自主点検」における前年度の平均利用者数と

の整合を図ってください。

・ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績判断対象年度に関する特例の取扱いは、現時点で

不明であり、今後厚生労働省から示される内容に従ってください。

３ 提出書類 

様式は県指導監査室ホームページに掲載 

・障害者総合支援法（https://www.pref.okayama.jp/page/572262.html）

・児童福祉法（https://www.pref.okayama.jp/page/572614.html）

①介護給付費及び訓練等給付費の額の算定に係る体制等に係る届出書又は

障害児通所給付費及び障害児入所給付費の額の算定に係る体制等に関する届出書 

②介護給付費及び訓練等給付費の額の算定に係る体制等状況一覧表又は 

障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表 

③各加算に係る届出書及びその添付書類 

  注）加算の「終了」の届出の場合は、③の書類の提出は不要 

   ④基本報酬の算定区分に関する届出書及びその添付書類 

４ 提出期限等 

（１）提出期限 就労継続支援Ａ型以外 令和５年４月１４日（金）必着 

就労継続支援Ａ型 令和５年４月２８日（金）必着 

※期限までに提出のない場合は、４月１日に遡っての算定（単位数の増）はできません。

（２）提出部数  ２部（正本１部、副本１部） 

（３）提 出 先  各事業所を所管する県民局の健康福祉課事業者（第二）班 
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（別紙） 

前年度等実績に基づき決定される報酬区分及び加算 

番
号 

報酬・加算名 

同
行
援
護
・行
動
援
護 

居
宅
介
護
・重
度
訪
問
介
護 

療
養
介
護 

生
活
介
護 

施
設
入
所
支
援 

自
立
訓
練(

機
能
訓
練) 

自
立
訓
練(

生
活
訓
練) 

宿
泊
型
自
立
訓
練 

就
労
移
行
支
援 

就
労
継
続
支
援
Ａ
型 

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型 

就
労
定
着
支
援 

共
同
生
活
援
助 

地
域
移
行
支
援 

児
童
発
達
支
援 

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス 

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設 

0 基本報酬算定区分 ● ● ● ● ● ● 

1 
移行準備支援体制加

算 
● 

2 看護職員加配加算 ● ● 

3 看護職員配置加算 ● 

4 
視覚・聴覚言語障害者

支援体制加算 
● ● ● ● ● ● ● ● ● 

5 重度者支援体制加算 ● ● 

6 
重度障害者支援加算

（Ⅰ） 
● 

7 
就労移行支援体制加

算 
● ● ● ● ● 

8 
就労定着実績体制加

算 
● 

9 
就労支援関係研修修

了加算 
● 

10 人員配置体制加算 ● ● 

11 
地域移行支援体制強

化加算 
● 

12 通勤者生活支援加算 ● ● 

13 特定事業所加算 ● 

14 
目標工賃達成指導員

配置加算 
● 

15 夜間看護体制加算 ● 

16 
夜勤職員配置体制加

算 
● 

17 夜間支援等体制加算 ● ● 

※地域移行支援は、地域移行支援サービス費（Ⅰ）を算定する場合
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指 第 ４７１ 号 

令和５年３月２日 

各障害福祉サービス事業所等 管理者 殿 

岡山県保健福祉部保健福祉課指導監査室長 

人員配置の見直しに係る自主点検の実施について 

次の障害福祉サービスについては、前年度の平均利用者数によって人員配置が決定される仕組みとなって

おりますので、前年度の利用実績（基準日：令和５年4月1日）に基づく見直しを行った上、適切な人員配

置を行ってください。 

記 

１ 対象サービス 

療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、 

自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援 

２ 見直し関係書類 

様式は県指導監査室ホームページに掲載（https://www.pref.okayama.jp/page/571622.html） 

① 人員配置の見直しに係る自主点検表（兼申出書）

② 人員配置基準上の必要人数計算表

③ 平均障害支援区分算定表（生活介護のみ）

④ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

３ 書類の保管 

・ 見直しに使用した上記１の書類については、必ず保存をしておいてください。

・ これらの書類については、県への提出は不要です。

・ 次の事業所等については、前年度の利用実績（基準日：令和５年4月1日）に基づく見直しの対象

外ですので、所定の時期に見直しを行った上、県民局に関係書類を提出してください。（指定通知書、

指定変更通知書又は変更届出書受理通知書に添付された「留意事項」を参照）

○ 令和4年4月2日以降に新設又は定員増を行った事業所・施設

→ ６月間又は１２月間の実績による見直し

○ 令和5年1月2日以降に定員減を行った事業所・施設

→ ３月間の実績による見直し

４ その他 

  人員配置の見直しの結果、報酬算定に変更が生じる場合は、その内容に応じ体制届等を提出してくださ

い。 

（１）提出書類 

① 介護給付費及び訓練等給付費の額の算定に係る体制等に関する届出書（様式第２号)

② 介護給付費及び訓練等給付費の額の算定に係る体制等状況一覧表

③ 各加算に係る届出書及びその添付書類（加算の算定に変更が生じる場合）

（２）提出期限 

  就労継続支援Ａ型以外 令和５年４月１４日（金）必着 

就労継続支援Ａ型   令和４年４月２８日（金）必着 

※ 期限までに提出のない場合は、４月１日に遡っての算定（単位数の増）はできません。

（３）提出部数 

   ２部（正本１部、副本１部） 

（４）提出先 

事業所等を所管する県民局の健康福祉課事業者（第二）班 
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事 業 所 名

施 設 名

事 業 等 種 別
所 在
市 町 村 名

電 話 番 号
FAX番号又は
ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ

担 当 者 職 氏 名 （職　名） （氏　名）

＜ 照 会 内 容 ＞

質 問 票

＜事業所・施設の考え又は意見等＞

【回　答】（事業所・施設は記入しないでください。）

令和　　年　　月　　日

事 業 所
番 号

人員基準に関すること 運営基準に関すること設備基準に関すること 報酬に関すること その他
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質問（疑義照会）の担当窓口は以下のとおりとなります。
質問（疑義）がある場合は、「質問票」（次ページ掲載）により、FAXにて担当窓口へ提出して

ください。

【担当窓口】

１ 指定障害福祉サービス事業所・障害者支援施設

※岡山市、倉敷市、新見市に所在の事業所は、所在地の市担当窓口へ御質問ください。

２ 指定障害児通所支援事業所・障害児入所施設

※岡山市、倉敷市に所在の事業所は、所在地の市担当窓口へ御質問ください。

事業所が所在
する市町村

担当窓口 所在地
電話番号
FAX番号

玉野市 備前市
瀬戸内市 赤磐市
和気町 吉備中央町

備前県民局
健康福祉部
健康福祉課
事業者第２班

〒703-8278
岡山市中区古京町１－１－17

086-272-3995
086-272-2660

総社市 早島町
笠岡市 井原市
高梁市 浅口市
里庄町 矢掛町

備中県民局
健康福祉部
健康福祉課
事業者第２班

〒710-8530
倉敷市羽島1083

086-434-7064
086-427-5304

津山市 真庭市
美作市 新庄村
鏡野町 勝央町
奈義町 西粟倉村
久米南町 美咲町

美作県民局
健康福祉部
健康福祉課
事業者班

〒700-8570
津山市椿高下114

0868-23-1291
0868-23-2346

事業所が所在
する市町村

担当窓口 所在地
電話番号
FAX番号

玉野市 備前市
瀬戸内市 赤磐市
和気町 吉備中央町

備前県民局
健康福祉部
健康福祉課
事業者第２班

〒703-8278
岡山市中区古京町１－１－17

086-272-3995
086-272-2660

笠岡市 井原市
総社市 高梁市
新見市 浅口市
早島町 里庄町
矢掛町

備中県民局
健康福祉部
健康福祉課
事業者第２班

〒710-8530
倉敷市羽島1083

086-434-7064
086-427-5304

津山市 真庭市
美作市 新庄村
鏡野町 勝央町
奈義町 西粟倉村
久米南町 美咲町

美作県民局
健康福祉部
健康福祉課
事業者班

〒700-8570
津山市椿高下114

0868-23-1291
0868-23-2346

質問担当窓口について
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岡山県 保健福祉部
保健福祉課 指導監査室

ＴＥＬ ０８６－２２６－７９１７、７９１８
ＦＡＸ ０８６－２２６－７９１９
ＭＡＩＬ shidokansa@pref.okayama.lg.jp
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